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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １．売上高には、消費税等は含まれていません。 

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は(  )内に年間の平均雇用人員を外数で記載しています。 

３．第17期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載していません。 

４．2014年７月24日開催の第10回定時株主総会決議により、決算期を４月30日から12月31日に変更しました。 

従って、第18期は2014年５月１日から2014年12月31日の８ヶ月間となっております。 

  

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 2010年４月 2011年４月 2012年４月 2013年４月 2014年４月 2014年12月 

売上高 (千円) ― ― ― ― 6,572,139 6,702,015 

経常利益 (千円) ― ― ― ― 3,147,943 2,645,929 

当期純利益 (千円) ― ― ― ― 1,868,782 1,523,774 

包括利益 (千円) ― ― ― ― 1,862,415 1,795,872 

純資産額 (千円) ― ― ― ― 7,943,498 18,005,686 

総資産額 (千円) ― ― ― ― 9,648,798 19,984,506 

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― ― 239.36 502.29 

１株当たり 
当期純利益金額 

(円) ― ― ― ― 56.62 45.57 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

(円) ― ― ― ― 55.92 44.93 

自己資本比率 (％) ― ― ― ― 82.0 89.5 

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 23.6 11.8 

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 36.12 91.07 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― ― 1,924,819 1,166,347 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― ― △1,320,562 △1,016,411 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― ― △123,294 8,201,469 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― ― ― ― 4,691,335 13,189,802 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者
数) 

(人) 
― 
(―)

― 
(―)

― 
(―)

― 
(―)

207 
(67)

245 
(93)
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(2) 提出会社の経営指標等 

  

 

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 2010年４月 2011年４月 2012年４月 2013年４月 2014年４月 2014年12月 

売上高 (千円) 2,207,433 3,263,283 3,909,846 4,982,304 6,494,423 5,993,515 

経常利益 (千円) 1,052,043 1,594,216 1,907,844 2,701,733 3,275,055 3,048,972 

当期純利益 (千円) 567,311 847,613 1,110,283 1,616,613 2,046,262 1,965,287 

持分法を適用した場合 
の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ― ― 

資本金 (千円) 796,230 808,470 831,480 847,440 871,425 5,205,095 

発行済株式総数 (株) 4,022,400 16,150,800 16,347,600 16,442,400 33,074,800 35,594,800 

純資産額 (千円) 2,627,874 3,479,423 4,624,938 6,239,802 8,159,475 18,429,955 

総資産額 (千円) 3,313,806 4,508,432 5,351,549 7,458,169 9,580,122 19,873,846 

１株当たり純資産額 (円) 81.66 107.72 140.80 188.63 245.89 516.06 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
5.00 2.00 3.00 10.00 12.00 12.00 

(―) (―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり 
当期純利益金額 

(円) 18.39 26.30 34.19 49.38 62.00 58.77 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

(円) 17.63 25.65 33.59 48.52 61.23 57.95 

自己資本比率 (％) 79.3 77.2 86.0 83.2 84.9 92.4 

自己資本利益率 (％) 35.2 27.8 27.5 29.9 28.5 14.8 

株価収益率 (倍) 57.09 32.21 33.57 75.03 32.98 70.61 

配当性向 (％) 3.4 3.8 4.4 10.1 19.4 20.4 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 788,766 988,657 561,340 1,847,394 ― ― 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △118,189 △56,043 △43,862 △1,683,019 ― ― 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,454,429 2,893 28,911 △9,275 ― ― 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 2,526,719 3,439,884 3,978,746 4,167,841 ― ― 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者
数) 

(人) 
69 86 102 125 181 193 
(24) (35) (40) (40) (50) (54)
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(注) １．売上高には、消費税等は含まれていません。 

２．持分法を適用した場合の投資利益については、第16期までは関連会社が存在しないため、記載していませ

ん。また、第17期及び第18期については連結財務諸表を作成しているため、記載していません。 

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は(  )内に年間の平均雇用人員を外数で記載しています。 

４．当社は、以下のとおり株式分割を行っています。 

第13期    2009年12月１日付    株式１株につき３株 

第14期    2010年７月１日付    株式１株につき２株 

          2011年１月１日付    株式１株につき２株 

第17期  2013年５月１日付  株式１株につき２株 

なお、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、株式分割が第13期の期

首に行われたものとして計算しています。 

５．第17期より連結財務諸表を作成しているため、第17期及び第18期の営業活動によるキャッシュ・フロー、投

資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高

は記載していません。 

６．2014年７月24日開催の第10回定時株主総会決議により、決算期を４月30日から12月31日に変更しました。 

従って、第18期は2014年５月１日から2014年12月31日の８ヶ月間となっております。 
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２ 【沿革】 

  

  

 

年月 事項 

1997年10月 神奈川県藤沢市にて有限会社コイン(現・クックパッド株式会社)を設立。 

1998年３月 料理レシピの検索・投稿インターネットサービスである「kitchen＠coin」を開始。 

1999年６月 「kitchen＠coin」から「クックパッド」へサービス名を変更。 

2001年５月 本社を神奈川県横浜市中区に移転。 

2002年３月 「クックパッド」への広告掲載を開始。 

2002年９月 本社を東京都渋谷区代々木に移転。 

2004年９月 クックパッドプレミアムサービスを開始。 

2004年９月 有限会社コインからクックパッド株式会社へ組織変更。 

2006年９月 モバイル向けインターネットサービス「モバれぴ」を開始。 

2006年12月 本社を東京都港区北青山に移転。 

2007年７月 委員会設置会社へ移行。 

2007年10月 マーケティングデータ提供サービス「たべみる」を開始。 

2008年５月 本社を東京都港区白金台に移転。 

2008年11月 「モバれぴ」の「NTT docomo」公式サービス化に伴い、モバれぴプレミアムサービスを開始。 

2009年１月 「モバれぴ」の「au」公式サービス化。 

2009年２月 「モバれぴ」の「SoftBank」公式サービス化。 

2009年７月 東京証券取引所マザーズへ上場。 

2009年11月 iPhoneアプリケーション「クックパッド」を開始。 

2010年３月 米国カリフォルニア州に子会社COOKPAD Inc.(現・連結子会社)を設立。 

2011年１月 Androidアプリケーション「クックパッド」を開始。 

2011年５月 
シンガポールに子会社COOKPAD PTE.LTD.(現・DAPUR MASAK PTE. LTD.、現・連結子会社)を設
立。 

2011年12月 東京証券取引所市場第一部へ上場。 

2012年６月 iPhone、iPad対応のユニバーサルアプリーケーション「クックパッド」を開始。 

2012年11月 家計簿サービスを運営する株式会社Zaimに出資。 

2013年10月 
プライベートレッスンの予約サイトを運営するコーチ・ユナイテッド株式会社(現・連結子会
社)を子会社化。 

2014年１月 
アメリカ子会社COOKPAD Inc.を通じてアメリカのレシピサービス運営会社ALLTHECOOKS, LLC
(現・連結子会社)を孫会社化。 

2014年１月 
スペイン子会社COOKPAD SPAIN, S.L.(現・連結子会社)を設立し、スペインのレシピサービス
「Mis Recetas」を事業譲受け。 

2014年５月 インドネシアのレシピサービス運営会社DAPUR MASAK PTE. LTD.を子会社化。 

2014年８月 
オンラインショップ「アンジェ」を運営するセレクチュアー株式会社(現・連結子会社)を子会
社化。 

2014年９月 
シンガポール子会社DAPUR MASAK PTE. LTD.を通じて、インドネシアに孫会社PT COOKPAD 
DIGITAL INDONESIA(現・連結子会社)を設立。 

2014年９月 本社を東京都渋谷区恵比寿に移転。 
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３ 【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社（クックパッド株式会社）、連結子会社10社により構成されてい

ます。 

当社グループの事業及び業務活動の内容は、当社が運営する料理レシピの投稿・検索サイト「クックパッド」を中

心に、レシピサービス等を展開している「インターネット・メディア事業」及び連結子会社セレクチュアー株式会社

が運営する衣料、キッチン用品及び雑貨を扱うオンラインショップ「アンジェ」を展開している「EC事業」になりま

す。なお、次の２事業は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (１) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメ

ントの区分と同一であります。 

また、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結

財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」をご参照ください。 

  

(１) インターネット・メディア事業 

当社は、「毎日の料理を楽しみにする」ことを企業理念とし、インターネット上で料理レシピの投稿・検索等が

可能な「クックパッド」を運営しています。 

  

「クックパッド」に蓄積されたレシピは主に利用者から投稿されたものです。ＩＤ登録利用者は自分が考案した

レシピを写真付きで「クックパッド」内に開設した「ＭＹキッチン」に投稿することができます。この「ＭＹキッ

チン」で、自分が投稿したレシピへのアクセス数を確認したり、他のＩＤ登録利用者から投稿された写真付きのレ

シピの感想である「つくれぽ」を閲覧できます。このように、投稿したレシピに対する他の利用者からの反応を見

られることがレシピ投稿者のモチベーションを向上させ、サービス開始以来、利用者によって投稿・蓄積されたレ

シピ数は2014年12月末時点で190万品を超えています。 

そして、「クックパッド」の全ての利用者は、この多数のレシピの中から食材やメニュー名、特徴となるキーワ

ード（「じゃがいも」、「鶏肉」、「ハンバーグ」、「バレンタイン」など）から該当するレシピを検索すること

ができます。また、ＩＤ登録すると、気に入ったレシピをお気に入りレシピとして保存できる「ＭＹフォルダ」や

お気に入りのレシピ作者を登録することにより当該作者の新着情報等を閲覧できる「ＭＹニュース」などの機能を

利用できます。 

このように、「クックパッド」にレシピを楽しく掲載できる機能と、蓄積された多数のレシピを効率的に利用で

きる機能を提供し、利用者の毎日の料理を楽しくすることを目指しています。 

  

「クックパッド」はWeb上（PC、スマートフォン、タブレット）での展開に加え、スマートフォンアプリとしても

サービスを展開しており、2014年12月末時点ののべ月間利用者数は5,042万人となっています。利用者は、日々の献

立を決定するにあたって当サービスを利用しており、利用者は主に日常的に料理をする20代から30代の女性です。

「クックパッド」へのアクセスのピークは夕食時の買い物前の時間と想定される夕方ですが、スマートフォンから

の利用シーンは、移動時間や買い物時、調理時等にも広がっており、多様な利用シーンを想定してサービスを開発

しています。 

  

① 会員事業 

当社は、原則として「クックパッド」を利用者に無料で提供していますが、より高い利便性を求める利用者に

対しては、人気レシピ検索、レシピ保存容量の増加のための機能等をプレミアムサービス（有料サービス）とし

て提供し、月額302円（税込）の収入を得ています。ただしiPhone・iPadアプリから有料ＩＤ登録された場合にの

み、月額300円（税込）の収入を得ています。 

  

② 広告事業 

当事業では、食品、飲料を中心とした企業を広告主としており、広告主の扱う商品やサービスの認知度の向

上、利用方法の理解促進を行う目的で、「クックパッド」上にある広告枠の販売及び販促施策の展開により収入

を得ています。 
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当社の広告商品の内容は以下のとおりです。 

  

ディスプレイ広告は「クックパッド」内の表現力のあるディスプレイに広告を表示し、「クックパッド」に訪

れる多数の利用者に認知を提供することができます。また、タイアップ広告は、広告主の扱う商品を使用した料

理レシピを訴求する企画型の広告です。広告主は企画を通じて利用者に実際に商品を使用してもらうことがで

き、認知度の向上に繋がるとともに、商品の新しい利用方法を生み出し、商品の開発及び販売促進に役立てるこ

とができます。 

  

(２) EC事業 

当連結会計年度に連結子会社化したセレクチュアー株式会社は、衣料、キッチン用品及び雑貨を扱うオンライン

ショップ「アンジェ」を運営しています。 

  

 

広告商品名 内容 

ディスプレイ広告 
広告主又は代理店に直接営業して販売する

ディスプレイ型の広告 

タイアップ広告 
広告主又は代理店に直接営業して販売する

タイアップ企画型の広告 

ネットワーク広告 
広告配信会社が提供するアドネットワーク

を通じて自動的に配信される広告 
 

― 7 ―



[事業系統図] 

  

 
  

※１．「レシピ検索」機能等を提供しています。利用にあたって登録は不要です。  

※２．「ＭＹキッチン」、「ＭＹフォルダ」及び「ＭＹニュース」等の機能を提供しています。 

ＩＤ登録には郵便番号、性別、生年月日及びメールアドレスが必要です。  

※３．無料サービスに加えて、人気レシピ検索、レシピ保存容量の増加等の機能を月額302円（税込）で提供して

います。ただしiPhone・iPadアプリから有料ＩＤ登録された場合のみ、月額300円（税込）で提供していま

す。 
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４ 【関係会社の状況】 

(注) １．特定子会社に該当します。 

２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

2014年12月31日現在 

(注) １．従業員数は就業人員(当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を含んで

います。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均

人員を(  )外数で記載しています。 

２．前連結会計年度末に比べ従業員数が38名増加しているのは、セレクチュアー株式会社の連結子会社化及び業

容の拡大によるものです。 

  

(2) 提出会社の状況 

2014年12月31日現在 

(注) １．従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでいます。)であ

り、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員を(  )

外数で記載しています。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。 

なお、当事業年度は決算期変更により８ヶ月決算となっておりますので、2014年１月から2014年12月までの

１年間を記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。 

  

 

名称 住所 資本金 
主要な事業 
の内容 

議決権の所有又
は被所有割合

(％) 
関係内容 

(連結子会社)           

COOKPAD SPAIN, S.L. 

（注）１ 
スペイン アリカンテ 7,903千ユーロ 

レシピサービスの開

発及び運営 
100.0 

営業上の取引 

役員の兼務１名 

PT COOKPAD DIGITAL INDONESIA インドネシア共和国 300千米ドル 
レシピサービスの開

発及び運営 
100.0 役員の兼務３名 

ALLTHECOOKS, LLC 米国 カリフォルニア州 5,000千米ドル 
レシピサービスの開

発及び運営 
100.0 営業上の取引 

コーチ・ユナイテッド株式会社 東京都渋谷区 10百万円 

音 楽 教 室・語 学 教

室・学習塾等の経営

及びこれに関するノ

ウハウの販売・経営

指導等 

100.0 

資金援助 

債務保証 

役員の兼務１名 

セレクチュアー株式会社 東京都品川区 10百万円 
衣料、キッチン用品

及び雑貨のEC事業 
80.0 

債務保証 

役員の兼務１名 

その他５社           

 

セグメントの名称 従業員数(人) 

インターネット・メディア事業 231(76) 

EC事業 14(17) 

合計 245(93) 
 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

193(54) 31.6 2.5 6,777 
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第２ 【事業の状況】 

  

2014年７月24日開催の第10回定時株主総会決議により、決算期を４月30日から12月31日に変更しました。したがっ

て、当連結会計年度は2014年５月１日から2014年12月31日の８ヶ月間となっているため、前連結会計年度との比較分析

は行っていません。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当社は「毎日の料理を楽しみにする」ことを企業理念として、インターネット上で料理レシピの投稿・検索等が

可能な「クックパッド」を中心に事業展開しています。 

  

当連結会計年度において当社は、海外においてはレシピサービスの世界展開、国内においては「クックパッド」

を「食を中心とした生活インフラ」へと進化させるべく、新規事業の拡大に引き続き注力しました。 

  

レシピサービスの世界展開については、前連結会計年度においてクックパッドグループとなったスペイン語のレ

シピサービス「Mis recetas」、インドネシア語圏のレシピサービス「Dapur Masak」、及び英語のレシピサービス

「allthecooks」の成長を加速させるため、日本も含めてグローバルでサービスを開発する体制を構築し、それぞれ

の強みを生かしたサービス開発に取り組みました。具体的には、すべてのサービス名及びロゴマークを「cookpad」

とし、ブランドを統一しました。また、レシピサービスに 適化された「クックパッド」のサイトデザインを各レ

シピサービスにも取り入れ、レシピサービスとしてより分かりやすく、使いやすいデザインに改善しました。さら

に、「クックパッド」の大量のトラフィックを処理するノウハウなど、大規模サービスを運営するためのノウハウ

を共有し、技術面においても開発をより加速させました。その結果、2014年12月末時点における月間利用者数はそ

れぞれ、スペイン語は760万人、インドネシア語圏は120万人、英語は100万人となりました。 

また、当連結会計年度において、アラビア語のレシピサービス「Shahiya」を運営するNetsila S.A.L.を子会社化

する株式譲渡契約を締結し、2015年１月に「Shahiya」がクックパッドグループに加わりました。その結果、日本

語、英語、スペイン語、アラビア語、及びインドネシア語圏で合わせて約12億人に対してサービスを提供すること

が可能となりました。今後も引き続き、「クックパッド」の運営ノウハウの共有によってサービス利用者数の増加

を促進し、レシピサービスの世界展開により一層注力していきます。 

  

国内においては、「クックパッド」ののべ月間利用者数は順調に推移し、2014年12月末時点で5,042万人となりま

した。当サービスは日常の生活動線上で利用されているため、日常生活の多様なシーンでインターネットの利用が

可能なスマートフォン等との相性が非常に良く、特にスマートフォン等からの利用者数が順調に増加し、3,414万人

（タブレットからのアプリの利用者数を含む）となりました。 

また、「クックパッド」の価値の源泉は多くの利用者により投稿された多様なレシピであると考えています。利

用者がより楽しくレシピを投稿できるためのサービス改善を続けた結果、レシピ数も堅調に増加し、2014年12月末

には累計投稿レシピ数が190万品を超えました。 

  

さらに、「クックパッド」をレシピの投稿・検索サービスから「食を中心とした生活インフラ」へと進化させる

べく、新規事業の拡大にも引き続き注力しました。「特売情報」は、近くのスーパーや食料品店の毎日の特売情報

を「クックパッド」上で閲覧することができるサービスで、情報を提供している店舗数は約１万店舗に及んでいま

す。また、登録利用者数も順調に増加し、2014年12月末時点で330万人を突破しました。また、当連結会計年度にお

いて衣料、キッチン用品及び雑貨のオンラインショップ「アンジェ」を運営するセレクチュアー株式会社を子会社

化しました。「クックパッド」利用者の方々に毎日の料理や食卓を楽しくする食材、キッチン用品、雑貨などを購

入できる場を提供すべく、EC事業の展開にも注力していきます。 
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これらの結果、当連結会計年度の業績は、 

売上高                 6,702百万円 

のれん償却前営業利益     2,989百万円 

営業利益                2,679百万円 

経常利益                2,645百万円 

当期純利益               1,523百万円 

となりました。 

なお、のれん償却前営業利益は、会計上の営業利益に、買収及び事業譲受により生じたのれん償却費309百万円を

足し戻したものです。 

  

当連結会計年度の業績に関する特記事項は以下のとおりです。 

① 売上高は6,702百万円となりました。会員事業において、プレミアム会員数が順調に増加し、150万人を突破

しました。また、広告事業においては、スマートフォン広告が大きく増加しました。 

② 営業利益は2,679百万円となりました。なお、のれん償却前営業利益は2,989百万円となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりです。 

                               (単位：百万円) 

  
① インターネット・メディア事業  

当連結会計年度のインターネット・メディア事業の売上高は6,163百万円、営業利益は2,626百万円となりまし

た。 

（会員事業） 

会員事業では、「クックパッド」の一部機能の有料提供を行っています。スマートフォン利用者数の増加に牽

引されてスマートフォンからのプレミアムサービス入会者数が順調に増加し、2014年12月末時点のプレミアム会

員数は150万人を超えました。その結果、会員事業の売上高は3,367百万円となりました。 

当連結会計年度は、利用者数の増加によって食への関心も多様化するなか、日々の利用動向を解析し、プレミ

アムサービスの付加価値の向上に取り組みました。また、プレミアムサービスの入会につながる導線の改善及び

携帯電話の販売店を通じたプロモーションを実施した結果、プレミアム会員数は順調に増加しました。 

今後もさらなる新規サービスの追加やその認知向上によって、プレミアム会員数の拡大を目指していきます。 

  

（広告事業） 

広告事業の売上高は2,485百万円となりました。 

前連結会計年度から売上に寄与し始めたスマートフォン広告が、当連結会計年度において順調に増加しまし

た。今後も引き続きスマートフォン及びPCの両方において、広く商品の認知を獲得し、商品の販売を促進する広

告商品を中核に据え、事業を成長させていきます。 

  

 

事業別 
当連結会計年度 

(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

インターネット・メディア事業 6,163 

 会員事業 3,367 

  広告事業 2,485 

 その他 310 

 EC事業 538 

 合計 6,702 
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② EC事業 

当連結会計年度に連結子会社化したセレクチュアー株式会社は、衣料、キッチン用品及び雑貨を扱うオンライ

ンショップ「アンジェ」を運営しています。当連結会計年度のEC事業の売上高は538百万円、営業利益は52百万円

となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末より8,498百

万円増加し、13,189百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により獲得した資金は、1,166百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益2,658

百万円を計上した一方で、法人税等の支払額1,485百万円が生じたことによるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により使用した資金は、1,016百万円となりました。この主な要因は、関係会社株式の取得による支出

180百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出249百万円、投資有価証券の取得による支出321

百万円が生じたことによるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により獲得した資金は、8,201百万円となりました。この主な要因は、株式の発行による収入8,619百

万円、配当による支払い396百万円が生じたことによるものです。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社グループの主たる事業は、インターネットを利用したサービスの提供であり、提供するサービスには生産に

該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしていません。 

  

(2) 受注状況 

当社グループでは概ね受注から役務提供の開始までの期間が短いため、受注状況に関する記載を省略していま

す。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりです。 

  

(注) １．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

２．当連結会計年度のＫＤＤＩ株式会社に対する販売実績は、総販売実績の10％未満のため、記載を省略してい

ます。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

４．当連結会計年度は決算期変更により、2014年５月１日から2014年12月31日までの８ヶ月間となっておりま

す。このため、前年同期比については記載しておりません。 

  

 

事業別 
当連結会計年度 

(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

前年同期比(％) 

インターネット・メディア事業（千円） 6,163,483 ― 

 会員事業（千円） 3,367,694 ― 

  広告事業（千円） 2,485,315 ― 

 その他（千円） 310,474 ― 

 EC事業（千円） 538,531 ― 

 合計（千円） 6,702,015 ― 
 

相手先 

前連結会計年度 
(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社ＮＴＴドコモ 1,768,781 26.9 1,441,067 21.5 

ＫＤＤＩ株式会社 799,312 12.2 ― ― 
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３ 【対処すべき課題】 

当社グループが対処すべき課題は以下のとおりです。 

  

(1) レシピサービスの世界展開について 

当社グループは世界中の人々に利用されるレシピサービスの提供を目指します。その上で以下の点が課題である

と考えています。 

・良質なレシピを集めるために、各国・各地域に合わせたレシピコミュニティを作り、活性化させていくことが重

要であると認識しています。そのために、レシピ投稿者が楽しくレシピを投稿できる仕組みづくりや、レシピコ

ミュニティの認知度向上に取り組みます。 

・海外のレシピサービスにおいても、「クックパッド」と同じく会員事業及び広告事業で収益基盤を構築していき

たいと考えています。そのため、海外の利用者のニーズに応えられる有料サービスの開発及びネットワーク広告

を中心とした広告モデルの構築に取り組みます。 

  

(2) 新規サービス及び新規事業の立ち上げについて 

当社グループは、「クックパッド」の利用者の生活をより豊かにする「食を中心とした生活インフラ」を提供す

るべく、新規サービス及び新規事業の立ち上げに取り組みます。さらに、食以外の領域にも視野を広げたサービス

を開発し、利用者のニーズに応えていきます。 
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４ 【事業等のリスク】 

以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しています。当社グル

ープは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、当

社の株式に関する投資判断は、本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えていま

す。 

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、特段の記載がない限り、本書提出日現在において当社グループが判

断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

  

１．事業環境に関するリスクについて 

(1) インターネット事業に関する一般的なリスク 

当社グループは、インターネット関連事業を主たる事業対象としているため、インターネットの活用シーンの

多様化、利用可能な端末の増加等のインターネットの更なる普及が当社グループの成長のための基本的な条件と

考えています。インターネットの普及は引き続き進んでいるものの、今後どのように進展していくかについては

不透明な部分もあります。インターネットの普及に関する何らかの弊害の発生や利用等に関する新たな規制の導

入、その他予期せぬ要因によって、今後の普及に大きな変化が生じた場合、当社グループの事業及び業績に影響

を与える可能性があります。 

  

(2) 技術革新について 

当社グループが事業を展開するインターネット業界においては、事業に関連する技術革新のスピードや顧客ニ

ーズの変化が速く、それに基づく新技術の導入が相次いで行われています。当社グループは、これらの変化に対

応するため、技術者の確保や必要な研修活動を行っていますが、これらが想定通りに進まない場合等、変化に対

する適切な対応に支障が生じた場合、当社グループの業界における競争力が低下し、当社グループの事業及び業

績に影響を与える可能性があります。 

  

(3) システム障害について 

サービスへのアクセスの急増等の一時的な過負荷や電力供給の停止、ソフトウェアの不具合、コンピューター

ウィルスや外部からの不正な手段によるコンピューターへの侵入、自然災害、事故等、当社の予測不可能な様々

な要因によってコンピューターシステムがダウンした場合、当社グループの事業活動に支障を生ずる可能性があ

ります。また、サーバの作動不能や欠陥に起因して、当社グループの信頼が失墜し取引停止等に至る場合や当社

に対する損害賠償請求が発生する場合も想定され、このような場合には当社グループの事業及び業績に影響を与

える可能性があります。 

  

(4) 個人情報保護について 

当社グループは、有料ID登録利用者の登録情報等の個人情報を取得利用しているため、「個人情報の保護に関

する法律」が定める個人情報取扱事業者としての義務を課されています。 

当社グループは、個人情報の外部漏洩の防止はもちろん、不適切な利用、改ざん等の防止のため、個人情報の

管理を事業運営上の重要事項と捉え、保護管理体制の確立に努めており、当社において個人情報保護基本規程等

を制定し、個人情報の取り扱いに関する業務フローを定めて厳格に管理するとともに、当社グループの役職員を

対象として社内教育を徹底する等、同法及び関連法令並びに当社に適用される関連ガイドラインの遵守に努め、

個人情報の保護に積極的に取り組んでいます。 

しかし、当社が保有する個人情報等につき漏洩、改ざん、不正使用等が生じる可能性が完全に排除されている

とはいえません。したがって、これらの事態が起こった場合、適切な対応を行うための相当なコストの負担、当

社への損害賠償請求、当社の信用の低下等によって、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があり

ます。 
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(5) その他の法的規制等について 

当社グループの事業を規制する主な法規制として、(ア)「電気通信事業法」、(イ)「特定電気通信役務提供者

の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下、「プロバイダ責任制限法」という。)及び

(ウ)「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(以下、「不正アクセス禁止法」という。)があります。 

電気通信事業法については、通信の秘密の保護等の義務が課されています。また、当社は、プロバイダ責任制

限法における「特定電気通信役務提供者」に該当し、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信

による情報の流通において他人の権利の侵害があった場合に、権利を侵害された者に対して、権利を侵害した情

報を発信した者に関する情報の開示義務を課されています。また、権利を侵害した情報を当社が媒介したことを

理由として、民法の不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあり、これらの点に関し訴訟等の紛争が発

生する可能性もあります。さらに、当社には、不正アクセス禁止法における「アクセス管理者」として、努力義

務ながら不正アクセス行為からの一定の防御措置を講ずる義務が課されています。 

その他、インターネット上の情報流通や電子商取引のあり方等については、現在も様々な議論がなされてお

り、インターネット関連事業を規制する法令は徐々に整備されてきている状況にあり、今後、インターネットの

利用や関連するサービス及びインターネット関連事業を営む事業者を規制対象として、新たな法令等の制定や既

存法令等の解釈変更等がなされた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

(6) 知的財産権に係る方針等について 

当社グループによる第三者の知的財産権侵害の可能性については、調査可能な範囲で対応を行っていますが、

当社グループの事業分野で当社グループの認識していない知的財産権が既に成立している可能性又は新たに当社

グループの事業分野で第三者により著作権等が成立する可能性があります。かかる場合においては、当社グルー

プが第三者の知的財産権等を侵害することによる損害賠償請求や差止請求等又は当社グループに対するロイヤリ

ティの支払い要求等を受けることにより、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

(7) サービスの健全性の維持について 

「クックパッド」では、不特定多数の利用者同士が独自にコミュニケーションを図っており、こうしたコミュ

ニケーションにおいて、他人の知的財産権、名誉、プライバシーその他の権利等の侵害が生じる危険性が存在し

ています。 

このため、禁止事項を利用規約に明記するとともに、利用規約に基づいた利用がされていることを確認するた

めにユーザーサポート体制を整備し、利用規約に違反した利用者に対しては、ユーザーサポートから改善要請等

を行っているため、一定の健全性は維持されているものと認識しています。 

しかし、急速な利用者数の増加による規模拡大に対して、サービス内における不適切行為の有無等を完全に把

握することは困難であり、サービス内においてトラブルが発生した場合には、規約の内容に関わらず、当社が法

的責任を問われる可能性があります。また、当社の法的責任が問われない場合においても、トラブルの発生自体

がサービスのブランドイメージ悪化を招き、当該事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社グループは、今後想定される事業規模拡大への対応も含めて、監視機能強化のためユーザーサポー

トにかかる人員増強等、サービスの健全性の維持のために必要な対策を実施していく方針ですが、これに伴うシ

ステム対応や体制強化の遅延等が生じた場合や対応のために想定以上に費用が増加した場合には、当社グループ

の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

(8)「クックパッド」利用者の投稿コンテンツの利用について 

当社グループでは、「クックパッド」利用者が投稿したコンテンツを顧客の販促物等に提供する場合がありま

す。この場合において、投稿コンテンツの法的保護については、様々な議論がなされているものの、弁護士その

他の専門家の意見をふまえて、利用者に対し、投稿コンテンツのオリジナル性を確認しています。投稿コンテン

ツが第三者の権利を侵害する内容となっていないこと、投稿コンテンツを顧客が利用することについて、投稿者

からの個別の意思確認を行う等、法的には十分と考えられる権利処理手続きを行っており、また、法改正等に備

えて十分な法的対応を取る体制を整えていますが、当該コンテンツの利用における権利処理に関連した風評問題

が発生した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 
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(9) 広告掲載について 

当社グループの運営する「クックパッド」及び当社グループが配信するメールマガジンに掲載される広告は、

広告代理店等が内容を精査していることに加え、独自の広告掲載基準による確認を実施し、法令や公序良俗に反

するインターネット広告の排除に努めています。しかし、人為的な過失等の要因により、掲載したインターネッ

ト広告に瑕疵があった場合、状況によっては広告掲載申込者や利用者等からのクレームや損害賠償請求がなされ

る可能性は完全には否定できず、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。また、サービ

スのシステム障害等を理由として広告掲載が行われなかった場合には、広告掲載申込者からのクレームや損害賠

償請求がなされる可能性は完全には否定できず、これらの場合にも、当社グループの事業及び業績に影響を与え

る可能性があります。 

  

(10) 国際事業展開について 

当社グループは、世界中の人々に利用されるレシピサービスの提供を目指し、グローバルな事業展開を行って

います。しかし、各国の法令、制度・規制、政治・社会情勢、文化、宗教、ユーザー嗜好、商慣習の違い、為替

等をはじめとする潜在的リスクに対処出来ないこと等により事業を推進していくことが困難となった場合、当社

グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

２．経営成績及び財政状態に影響を及ぼすリスク要因について 

(1)「クックパッド」への依存について 

当社グループは、レシピの投稿及び検索に特化した「クックパッド」を運営しています。当社グループの事業

は、「クックパッド」を基盤としているため、新たな法令の導入等、予期せぬ事象によりサービスの利便性が低

下し、競合サービスに対する競争力を喪失して利用者数が減少した場合やサービス運営が不能となった場合に

は、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

(2) サービス機能及び新規事業の充実について 

当社グループは、利用者の様々なニーズに対応するため、「クックパッド」の機能拡充及び新規事業の開発を

進めています。 

しかし、新規事業の性質上、計画通りに事業展開が見込めない事態の発生や、有力コンテンツの導入や利用者

のニーズの適確な把握が困難となり、十分な機能の拡充に支障が生じた場合、利用者に対する訴求力の低下等に

より、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

(3) 競合について 

「クックパッド」は、料理レシピの投稿及び検索に特化したサービスとして利用者の獲得において先行してい

るものと認識しています。しかし、今後、資本力、マーケティング力、幅広い顧客基盤、高い知名度や専門性を

有する企業等の参入及びその拡大が生じ、競争の激化による顧客の流出やコストの増加等により、当社グループ

の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

このような環境において、今後も優位性を発揮し、企業価値の維持向上が図れるか否かについては不確実な面

があるため、競合他社や競合サービスの影響により、当社グループの競争優位性が低下した場合、当社グループ

の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

(4) 広告市場について 

広告事業が対象とするインターネット広告市場は拡大傾向にあり、インターネット広告は新聞広告を抜き、テ

レビに次ぐ広告媒体へと成長しており、今後も当該市場は拡大していくものと想定されます。 

しかしながら、企業の広告宣伝活動は景気動向の影響を受け易いものです。また、インターネット広告は今後

も他の広告媒体との競合が継続していくと考えられることから、今後においてこれらの状況に変化が生じた場

合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 
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(5) 買収（M&A）等について 

当社グループは、海外においてはレシピサービスの世界展開、国内においては「クックパッド」を「食を中心

とした生活インフラ」へと進化させるべく、新規事業の拡大に注力しており、事業拡大を加速する有効な手段の

ひとつとして、M&Aを活用する方針です。M&Aに当たっては、被買収企業の財務内容や契約関係等についての詳細

な事前審査を行い、十分にリスクを吟味した上で決定していますが、被買収企業に偶発債務の発生や未認識債務

の判明等、事前の調査で把握できなかった問題が生じた場合、また、事業の展開等が計画通りに進まない場合、

のれんの減損処理を行う必要が生じる等、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

３．当社の事業運営体制に係わるリスクについて 

(1) 小規模組織であること 

当社グループは小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものになっています。当社グループは今後

の急速な事業拡大に応じて、従業員の育成、人員の採用を行うとともに業務執行体制の充実を図っていく方針で

すが、これらの施策が適時適切に進行しなかった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性

があります。 

  

(2) 人材の確保及び育成について 

当社グループは、現時点においては、上記の通り小規模組織ですが、今後想定される事業拡大に伴い、継続し

た人材の確保が必要であると考えています。特に利用者向けサービスの構築及び運用面においては高度な技術ス

キルを有する人材が要求されることから、サービス構築のために必要な人材を適切に確保するとともに、育成を

行っていく必要があります。また、今後の事業拡大により受注の獲得機会が増加した場合、受注規模に応じた人

員の確保が必要となります。当社グループは今後の事業拡大に応じて必要な人材の確保と育成に努めていく方針

ですが、必要な人材の確保が計画通り進まなかった場合には、競争力の低下や事業拡大の制約要因が生じる可能

性があり、この場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

４．新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、当社グループの役員及び従業員に対するインセンティブを目的とし、新株予約権(以下「ストック・オプ

ション」といいます。)を付与しています。これらのストック・オプションが権利行使された場合、当社の株式が新

たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。2015年２月末現

在、これらのストック・オプションによる潜在株式数は、964,500株であり、発行済株式総数の35,597,400株の

2.71％に相当しています。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものです。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

います。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影

響を与える見積りを必要としています。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断

していますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。 

  

(2) 財政状態の分析 

(資産) 
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当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ10,335百万円増加し、19,984百万円となりまし

た。 

この主な要因は、新株発行等により現金及び預金が8,498百万円増加したこと、投資有価証券の取得により投資有

価証券が321百万円増加したことによるものです。 

  
(負債) 

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ273百万円増加し、1,978百万円となりました。この

主な要因は、資産除去債務を計上したことにより、固定負債が前連結会計年度末に比べ131百万円増加したことによ

るものです。  

  
(純資産) 

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ10,062百万円増加し、18,005百万円となりまし

た。この主な要因は、新株発行等に伴い資本金及び資本剰余金がそれぞれ4,333百万円増加したことによるもので

す。 

  

(3) 経営成績の分析 

(売上高) 

当連結会計年度の売上高は6,702百万円となりました。このうち会員事業は、プレミアム会員数が順調に増加した

結果、150万人を突破し、売上高は3,367百万円となりました。広告事業は、スマートフォン広告が大きく増加し、

売上高は2,485百万円となりました。 

  

(営業利益) 

売上原価は、409百万円となりました。これは主に、EC事業の商品に係る費用です。 

販売費及び一般管理費は、3,613百万円となりました。これは主に、従業員の人件費です。 

この結果、当連結会計年度の営業利益は2,679百万円となりました。 

  

(経常利益) 

当連結会計年度の営業外収益は12百万円、営業外費用は45百万円となりました。 

この結果、当連結会計年度の経常利益は2,645百万円となりました。 

  

(当期純利益) 

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は2,658百万円となりました。当期純利益は1,523百万円となりまし

た。 

  

(4) キャッシュ・フローの分析 

キャッシュ・フローの分析については、「第２  事業の状況  １  業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状

況」に記載のとおりです。 
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第３ 【設備の状況】 

  

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は309百万円であり、その主なものはインターネット・メディ

ア事業における本社移転に伴う設備の新設となります。 

  
  

２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりです。 

(1) 提出会社 

2014年12月31日現在 

(注) １．金額には消費税等は含めていません。 

２．従業員数の(  )は、臨時雇用者数を外書しています。 

３．帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウエアであります。 

４．上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。 

〔賃借設備〕 

 （注）当事業年度中に本社移転をしており、年間賃借料には2014年９月までの移転前の賃借ビルに対する賃

借料84,165千円は含めておりません。 

  
(2) 国内子会社 

 重要性が乏しいため、記載を省略しています。 

  
(3) 在外子会社 

 重要性が乏しいため、記載を省略しています。 

  
３ 【設備の新設、除却等の計画】 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

セグメントの名称 設備の内容 

帳簿価額 

従業員数
(人) 建物 

(千円) 

工具、器具 
及び備品 
(千円) 

その他 
(千円) 

合計 
(千円) 

本社 
(東京都渋谷区) 

インターネット・
メディア事業 

業務施設 343,843 35,992 62,531 442,367 193(54)
 

事業所名 
(所在地) 

セグメントの名称 設備の内容 
賃借床面積 

(㎡) 
年間賃借料 
(千円) 

本社 
(東京都渋谷区) 

インターネット・メディ
ア事業 

業務施設 2,284.43 48,716 
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第４ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

 (注)「提出日現在発行数」欄には、2015年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれていません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 110,592,000 

計 110,592,000 
 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(2014年12月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(2015年３月27日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 35,594,800 35,597,400 
東京証券取引所 
市場第一部 

完全議決権株式であり、株
主としての権利内容に何ら限
定のない当社における標準と
なる株式です。 

また、１単元の株式数は
100株となっています。 

計 35,594,800 35,597,400 ― ― 
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(2) 【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

①  2007年４月30日発行の第１回新株予約権(2007年４月13日臨時株主総会決議) 

(注) １．株式の内容は「(1) 株式の総数等  ②  発行済株式」の内容と同一です。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整するものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

４．当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自

己株式を交付する場合を含み、新株予約権の行使による場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

５．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。 

(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にあることを要する。 

(2) 新株予約権者が権利行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合

には、相続開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された

権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。 

(3) 取締役会の承認を受けた場合以外は、新株予約権の譲渡は認めない。 

(4) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める

ところによる。 

  

 

区分 
事業年度末現在 
(2014年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(2015年２月28日) 

新株予約権の数(個) 10 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)１. 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 24,000(注)２. 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 75(注)３.４. 同左 

新株予約権の行使期間 
自  2009年４月14日 
至  2017年４月13日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 75
資本組入額 38

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５. 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５. 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項 

― ― 
 

調整後行使価額 ＝ 
調整前行使価額 

分割・併合の比率
 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
募集株式発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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②  2008年４月25日発行の第２回新株予約権(2008年３月14日臨時株主総会決議) 

(注) １．株式の内容は「(1) 株式の総数等  ②  発行済株式」の内容と同一です。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整するものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

４．当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自

己株式を交付する場合を含み、新株予約権の行使による場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

５．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。 

(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にあることを要する。 

(2) 新株予約権者が権利行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合

には、相続開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された

権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。 

(3) 取締役会の承認を受けた場合以外は、新株予約権の譲渡は認めない。 

(4) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める

ところによる。 

  

 

区分 
事業年度末現在 
(2014年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(2015年２月28日) 

新株予約権の数(個) 35 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)１. 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 84,000(注)２. 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 200(注)３.４. 同左 

新株予約権の行使期間 
自  2010年３月15日 
至  2018年３月14日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 200
資本組入額 100

 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５. 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５. 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項 

― ― 
 

調整後行使価額 ＝ 
調整前行使価額 

分割・併合の比率
 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
募集株式発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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③  2011年７月28日発行の第３回新株予約権(2011年７月28日取締役会決議) 

(注) １．株式の内容は「(1) 株式の総数等  ②  発行済株式」の内容と同一です。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３．新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額を次に

定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。 

また、新株予約権の割当日の後、当社が１株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当

てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使に

よる場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換(取得の対価として当社の株式を交付する場合を含

む。)による場合を除く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

４．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。 

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地

位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締

役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 

(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続

開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲

内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。 

(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該

各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出さ

れる行使可能な新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数

の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。 

イ．2013年７月30日から2014年７月29日 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の３分の１ 

ロ．2014年７月30日から2015年７月29日 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の３分の２ 

ハ．2015年７月30日から2016年７月29日 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて 

(4) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

 

区分 
事業年度末現在 
(2014年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(2015年２月28日) 

新株予約権の数(個) 318 304 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)１. 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 63,600(注)２. 60,800(注)２. 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 874(注)３. 同左 

新株予約権の行使期間 
自  2013年７月30日 
至  2016年７月29日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格         874 
資本組入額       437 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)４. 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４. 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項 

(注)５. 同左 
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率
 

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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５．当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行

為」という。)をする場合であって、かつ当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条

第１項第８号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に

基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立

登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換え

に、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。 

(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法 

新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の

数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交

換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は上記２.に

準じて調整する。 

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法 

組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再

編の効力発生日後は上記３.に準じて調整する。 

(4) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、

新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(5) 新株予約権の行使の条件 

上記４.に準じて決定する。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

以下の事項に準じて決定する。 

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い計算される資本金等増加限度額(以下「資本金等増加限度額」という。)の２分の１に相当する

額とする。ただし、１円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、新株予約権の行使

に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、０円とす

る。 

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額

から上記に定める増加する資本金の額を控除した額とする。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

(8) 再編対象会社による新株予約権の取得事由 

以下の事項に準じて決定する。 

イ．新株予約権の割当日から行使期間の開始日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の当日を含む直近の21取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。た

だし、当該期間中に株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合に

は、適切に調整されるものとする。)が一度でもその時点の行使価額の65％を下回った場合において、

当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を

無償で取得することができる。 

ロ．当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が

株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会

の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ当社が取締役会決議により新

株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は新株予約権

の全部を無償にて取得することができる。 

ハ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得

することができる。 

ニ．新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権

の全部を無償にて取得することができる。 
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④  2012年12月17日発行の第５回新株予約権(2012年11月30日取締役会決議) 

(注) １．株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一です。  

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

３．新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額を次に

定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。  

また、新株予約権の割当日の後、当社が１株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当

てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債を含む。）の行使

による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換（取得の対価として当社の株式を交付する場合を含

む。）による場合を除く。）する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げるものとします。   

４．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。  

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地

位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締

役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 

(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続

開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲

内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。  

(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該

各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出さ

れる行使可能な新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数

の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。 

イ．2014年12月18日から2015年12月17日 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の３分の１ 

ロ．2015年12月18日から2016年12月17日 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の３分の２ 

ハ．2016年12月18日から2017年12月17日 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて 

(4) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。  

 

区分 
事業年度末現在 
(2014年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(2015年２月28日) 

新株予約権の数(個) 270 257 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)１. 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株）  54,000(注)２. 51,400(注)２. 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,238 (注)３. 同左 

新株予約権の行使期間 
自 2014年12月18日 
至 2017年12月17日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    1,238 
資本組入額    619 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)４. 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４. 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項 

(注)５. 同左 
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 
 

  

調整後行使価額
 
＝ 

  

調整前行使価額
 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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５．当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、株式交換又は株式移転（以上を総称して「組織再編

行為」という。）をする場合であって、かつ当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第

236条第１項第８号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下

の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日（新設型再編におい

ては設立登記申請日。以下、同じ。）の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅

と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。  

(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法  

新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の

数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交

換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は上記２．に

準じて調整する。  

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法 

組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再

編の効力発生日後は上記３．に準じて調整する。  

(4) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、

新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。  

(5) 新株予約権の行使の条件 

上記４．に準じて決定する。  

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

以下の事項に準じて決定する。  

イ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い計算される資本金等増加限度額（以下「資本金等増加限度額」という。）の２分の１に相当す

る額とする。ただし、１円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、新株予約権の行

使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、０円とす

る。  

ロ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額

から上記に定める増加する資本金の額を控除した額とする。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。  

(8) 再編対象会社による新株予約権の取得事由  

以下の事項に準じて決定する。   

イ. 新株予約権の割当日から行使期間の開始日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の当日を含む直近の21取引日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。

ただし、当該期間中に株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合に

は、適切に調節されるものとする。）が一度でもその時点の行使価額の65％を下回った場合において、

当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を

無償で取得することができる。 

ロ. 当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が

株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は

当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ当社が取締役会決議により新

株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は新株予約権

の全部を無償にて取得することができる。 

ハ. 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得

することができる。 

ニ. 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権

の全部を無償にて取得することができる。  
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⑤  2012年12月17日発行の第６回新株予約権(2012年11月30日取締役会決議) 

(注) １．株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一です。  

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

３．新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額を次に

定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。  

また、新株予約権の割当日の後、当社が１株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当

てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債を含む。）の行使

による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換（取得の対価として当社の株式を交付する場合を含

む。）による場合を除く。）する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げるものとします。  

４．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。 

(1) 本新株予約権を保有する新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）は、以下の期間を会計期間と

する連結損益計算書（監査法人又は公認会計士による任意監査又は合意された手続を実施したものに限

る。）における営業利益にのれん償却額（ただし、販売費及び一般管理費に計上されたものに限る。）を

加算した額の金額が一度でも100億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができ

る。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、

別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。  

2014年５月１日から2015年４月30日  

2015年５月１日から2016年４月30日  

2016年５月１日から2017年４月30日 

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地

位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締

役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。  

(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続

開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲

内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。  

(4) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。  

 

区分 
事業年度末現在 
(2014年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(2015年２月28日) 

新株予約権の数(個) 870 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)１. 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株） 174,000(注)２. 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,199 (注)３. 同左 

新株予約権の行使期間 
自 2012年12月18日 
至 2019年７月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    1,199 
資本組入額    600 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)４. 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４. 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項 

(注)５. 同左 
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 
 

 
調整後行使価額

 
＝ 

  

調整前行使価額
 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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５．当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、株式交換又は株式移転（以上を総称して「組織再編

行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第

236条第１項第８号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下

の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日（新設型再編におい

ては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と

引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。  

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。    

(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法  

新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の

数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交

換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は上記２．に

準じて調整する。   

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法 

組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再

編の効力発生日後は上記３．に準じて調整する。  

(4) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、

新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。  

(5) 新株予約権の行使の条件  

上記４．に準じて決定する。  

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

以下の事項に準じて決定する。  

イ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い計算される資本金等増加限度額（以下「資本金等増加限度額」という。）の２分の１に相当す

る額とする。ただし、１円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、新株予約権の行

使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、０円とす

る。   

ロ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額

から上記に定める増加する資本金の額を控除した額とする。  

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限  

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。  

(8) 再編対象会社による新株予約権の取得事由 

以下の事項に準じて決定する。   

イ. 当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が

株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は

当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は新株予約

権の全部を無償にて取得することができる。 

ロ. 新株予約権者が権利行使をする前に、上記４．に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった

場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。  

ハ. 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。  

ニ. 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得

することができる。  

ホ. 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権

の全部を無償にて取得することができる。 
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⑥  2014年５月12日発行の第７回新株予約権(2014年４月25日取締役会決議) 

(注) １．株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一です。  

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

３．新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額を次に

定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。  

また、新株予約権の割当日の後、当社が１株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当

てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債を含む。）の行使

による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換（取得の対価として当社の株式を交付する場合を含

む。）による場合を除く。）する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げるものとします。  

４．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。 

(1) 本新株予約権を保有する新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）は、以下の期間を会計期間と

する連結損益計算書（監査法人又は公認会計士による任意監査又は合意された手続を実施したものに限

る。）における営業利益にのれん償却額（ただし、販売費及び一般管理費に計上されたものに限る。）を

加算した額の金額が一度でも100億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができ

る。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、

別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。  

2014年５月１日から2015年４月30日  

2015年５月１日から2016年４月30日  

2016年５月１日から2017年４月30日 

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地

位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締

役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。  

(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続

開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲

内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。  

(4) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。  

 

区分 
事業年度末現在 
(2014年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(2015年２月28日) 

新株予約権の数(個) 5,943 5,703 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)１. 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株） 594,300(注)２. 570,300(注)２. 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,190 (注)３. 同左 

新株予約権の行使期間 
自 2014年５月13日 
至 2019年７月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    2,190 
資本組入額  1,095 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)４. 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４. 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項 

(注)５. 同左 
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 
 

 
調整後行使価額

 
＝ 

  

調整前行使価額
 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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５．当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、株式交換又は株式移転（以上を総称して「組織再編

行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第

236条第１項第８号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下

の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日（新設型再編におい

ては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と

引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。  

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。    

(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法  

新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の

数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交

換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は上記２．に

準じて調整する。   

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法 

組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再

編の効力発生日後は上記３．に準じて調整する。  

(4) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、

新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。  

(5) 新株予約権の行使の条件  

上記４．に準じて決定する。  

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

以下の事項に準じて決定する。  

イ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い計算される資本金等増加限度額（以下「資本金等増加限度額」という。）の２分の１に相当す

る額とする。ただし、１円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、新株予約権の行

使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、０円とす

る。   

ロ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額

から上記に定める増加する資本金の額を控除した額とする。  

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限  

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。  

(8) 再編対象会社による新株予約権の取得事由 

以下の事項に準じて決定する。   

イ. 当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が

株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は

当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は新株予約

権の全部を無償にて取得することができる。 

ロ. 新株予約権者が権利行使をする前に、上記４．に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった

場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。  

ハ. 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。  

ニ. 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得

することができる。  

ホ. 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権

の全部を無償にて取得することができる。 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

(注) １．有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)  

発行価格            9,500円 

引受価額            8,740円 

資本組入額          4,370円 

払込金総額    1,380,920千円 

２．株式分割(１：３)によるものです。 

３．新株予約権の行使による増加です。 

４．株式分割(１：２)によるものです。 

５．有償一般募集 

発行価格            3,616円 

引受価額          3,458.8円 

資本組入額        1,729.4円 

払込金総額    8,647,000千円 

６．2015年１月１日から2015年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,600株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ1,609千円増加しています。 

  

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高 
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

2009年７月16日 
(注)１ 

158,000 1,310,000 690,460 753,510 690,460 752,935 

2009年12月１日 
(注)２ 

2,631,600 3,947,400 ― 758,730 ― 758,155 

2009年５月１日～ 
2010年４月30日 
(注)３ 

80,800 4,022,400 42,720 796,230 42,720 795,655 

2010年７月１日 
(注)４ 

4,022,700 8,045,400 ― 796,470 ― 795,895 

2011年１月１日 
(注)４ 

8,056,200 16,112,400 ― 800,790 ― 800,215 

2010年５月１日～ 
2011年４月30日 
(注)３ 

49,500 16,150,800 12,240 808,470 12,240 807,895 

2011年５月１日～ 
2012年４月30日 
(注)３ 

196,800 16,347,600 23,010 831,480 23,010 830,905 

2012年５月１日～ 
2013年４月30日 
(注)３ 

94,800 16,442,400 15,960 847,440 15,960 846,865 

2013年５月１日 
(注)４ 

16,442,400 32,884,800 ― 847,440 ― 846,865 

2013年５月１日～ 
2014年４月30日 
(注)３ 

190,000 33,074,800 23,985 871,425 23,985 870,850 

2014年５月１日～ 
2014年11月26日 
(注)３ 

12,000 33,086,800 5,656 877,081 5,656 876,506 

2014年11月27日 
(注)５ 

2,500,000 35,586,800 4,323,500 5,200,581 4,323,500 5,200,006 

2014年11月28日～ 
2014年12月31日 
(注)３ 

8,000 35,594,800 4,514 5,205,095 4,514 5,204,520 

 

― 32 ―



(6) 【所有者別状況】 

2014年12月31日現在 

(注)  自己株式1,208株は、「個人その他」に12単元及び「単元未満株式の状況」に８株を含めて記載しています。 

  

(7) 【大株主の状況】 

2014年12月31日現在 

(注)  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。 

  

 

区分 

株式の状況(１単元の株式数  100株) 

単元未満 
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品
取引業者

その他の
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― 27 33 42 163 12 5,664 5,941 ― 

所有株式数 
(単元) 

― 47,153 4,673 543 66,582 48 236,863 355,862 8,600 

所有株式数 
の割合(％) 

― 13.25 1.31 0.15 18.71 0.01 66.56 100.00 ― 
 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

佐  野  陽  光 東京都港区 15,527,600 43.62 

穐  田  誉  輝 東京都港区 5,260,400 14.78 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８－11 1,985,100 5.58 

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 928,100 2.61 

野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 455,900 1.28 

バンク オブ ニューヨーク ジー
シーエム クライアント アカウ
ンツ イー ビーデイー 
(常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ銀行) 

TAUNUSANLAGE 12, 60262 FRANKFURT, 
GERMANY  
（東京都千代田区丸の内２丁目７－１） 

438,711 1.23 

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー 
505041 
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店 カストディ業務部) 

12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7BN,U.K. 
(東京都中央区日本橋３丁目11－１) 

428,600 1.20 

シー エム ビー エル, エス エ
ー リ. ミューチャル ファンド 
(常任代理人  株式会社みずほ銀
行決済営業部) 

WOOLGATE  HOUSE,  COLEMAN  STREET  LONDON 
EC2P 2HD, ENGLAND  
(東京都中央区月島４丁目16－13) 

404,900 1.14 

MSIP CLIENT SECURITIES 
(常任代理人 モルガン・スタン
レーMUFG証券株式会社) 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON 
E14 4QA, U.K. 
(東京都千代田区大手町１丁目９－７ 大手
町フィナンシャルシティ サウスタワー) 

367,000 1.03 

ザ バンク オブ ニューヨーク 
133524 
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部） 

RUE  MONTOYERSTRAAT  46,  1000  BRUSSELS, 
BELGIUM 
（東京都中央区月島４丁目16－13） 

348,100 0.98 

計 ― 26,144,411 73.45 
 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,855,000株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 797,600株

野村信託銀行株式会社(投信口) 455,900株
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(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

2014年12月31日現在 

（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が８株含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

2014年12月31日現在 

  

 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式   1,200 ― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 
    35,585,000 

355,850 
権利内容に限定のない標準とな
る株式 

単元未満株式 普通株式    8,600 ― ― 

発行済株式総数 35,594,800 ― ― 

総株主の議決権 ― 355,850 ― 
 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

クックパッド株式会社 
東京都渋谷区恵比寿四丁
目20番３号 

1,200 ― 1,200 0.00 

計 ― 1,200 ― 1,200 0.00 
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(9) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第238条の規定に基づき新株予約権を発

行する方法によるものです。当該制度の内容は、以下のとおりです。 

  

(2007年４月13日臨時株主総会決議) 

  

(2008年３月14日臨時株主総会決議) 

  

(2011年７月28日取締役会決議) 

  

 

決議年月日 2007年４月13日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役１名 
当社監査役１名 
当社従業員20名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 

株式の数(株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 
 

決議年月日 2008年３月14日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役３名 
当社執行役３名 
当社従業員27名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 

株式の数(株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 
 

決議年月日 2011年７月28日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役１名 
当社執行役３名 
当社従業員16名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 

株式の数(株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 
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(2012年11月30日取締役会決議) 

  

(2012年11月30日取締役会決議) 

  

(2014年４月25日取締役会決議) 

  

 

決議年月日 2012年11月30日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社執行役(取締役兼執行役含む)１名 

当社従業員11名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 

株式の数(株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 
 

決議年月日 2012年11月30日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社執行役(取締役兼執行役含む)２名 

当社従業員10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 

株式の数(株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 
 

決議年月日 2014年４月25日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社執行役(取締役兼執行役含む)８名 

当社従業員20名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 

株式の数(株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 
    

  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

（注）当期間における保有自己株式数には、2015年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取

りによる株式数は含めていません。 

  

  

 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 
 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額 

(円) 
株式数(株) 

処分価額の総額 
(円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― 
    

保有自己株式数 1,208 ― 1,208 ― 
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３ 【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元を行っていくことを重要な経営課題の一つとして認識しています。剰余金の配当に

ついては、長期的な事業拡大に必要な内部留保の充実を勘案し、当社の経営成績及び財政状態並びにその見通しに応

じた適切な利益還元策を柔軟に検討し、業績に連動した利益配分を実施することを基本方針としてまいりました。 

当社は、機動的な資本政策が行えるよう、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に

特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めてい

ます。なお、当社の剰余金の配当は、期末配当と中間配当の年２回を基本的な方針としています。  

上記基本方針により、当事業年度の期末配当については、連結配当性向20％を目処としておりましたが、業績好調

につき１株当たり12円（連結配当性向26.3％）とさせていただきました。 

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。 

  

  

 

決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円) 

2015年２月６日 
取締役会決議 

427,123 12.00 
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４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

(注) １．株価は、2011年12月15日より東京証券取引所(市場第一部)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所

(マザーズ)におけるものです。 

なお、2009年７月17日付をもって東京証券取引所(マザーズ)に株式を上場しましたので、それ以前の株価に

ついては該当事項はありません。 

２．□印は、株式分割(2009年12月１日、１株→３株)による権利落後の最高・最低株価を示しています。 

３．□印は、株式分割(2010年７月１日、１株→２株)による権利落後の最高・最低株価を示しています。 

４．□印は、株式分割(2011年１月１日、１株→２株)による権利落後の最高・最低株価を示しています。 

５．□印は、株式分割(2013年５月１日、１株→２株)による権利落後の最高・最低株価を示しています。 

６．決算期変更により、第18期は2014年５月１日から2014年12月31日までの８ヶ月間となっております。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

(注)  株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。 

  

 

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 2010年４月 2011年４月 2012年４月 2013年４月 2014年４月 2014年12月 

最高(円) 
39,100 

(注)２．□ 9,100 

9,330 
(注)３．□ 4,960 
(注)４．□ 2,380 

2,424 
7,770 

(注)５．□ 4,020 
3,880 4,270 

最低(円) 
17,500 

(注)２．□ 5,920 

6,740 
(注)３．□ 3,865 
(注)４．□ 1,359 

1,460 
1,602 

(注)５．□ 3,505 
1,991 1,880 

 

月別 2014年７月 2014年８月 2014年９月 2014年10月 2014年11月 2014年12月 

最高(円) 3,015 3,530 3,725 3,595 3,975 4,270 

最低(円) 2,447 2,880 3,120 3,080 3,490 3,630 
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５ 【役員の状況】 

(1) 取締役の状況 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

(株) 

取締役 ― 穐  田  誉  輝 1969年４月29日生 

1993年４月 ㈱日本合同ファイナンス(現 ㈱ジ

ャフコ)入社 

(注)４ 5,260,400 

1996年４月 ㈱ジャック(現 ㈱カーチスホール

ディングス)入社 

1999年９月 ㈱アイシーピー代表取締役 

2000年５月 ㈱カカクコム取締役 

2001年12月 同社代表取締役社長 

2006年６月 同社取締役相談役 

2007年７月 当社取締役(現任) 

2012年５月 当社代表執行役(現任) 

取締役 ― 佐  野  陽  光 1973年５月１日生 

1997年10月 ㈲コイン(現 当社)設立 

(注)４ 15,527,600 

2004年９月 当社代表取締役 

2007年７月 当社代表執行役兼取締役 

2012年５月 当社取締役兼執行役 

2012年７月 当社取締役(現任) 

取締役 ― 熊  坂  賢  次 1947年１月28日生 

1990年４月 慶應義塾大学環境情報学部助教授 

(注)４ 72,000 

1994年６月 慶應義塾大学環境情報学部教授 

2001年６月 慶應義塾大学環境情報学部学部長 

2003年４月 公益財団法人ソフトピアジャパン

理事長(現任) 

2004年９月 当社取締役(現任) 

2012年４月 慶應義塾大学環境情報学部教授シ

ニア有期(現任) 

取締役 ― 新 宅 正 明 1954年９月10日生 

1978年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 

(注)４ 10,000 

1991年12月 日本オラクル㈱入社 

1994年８月 同社取締役 

1996年８月 同社常務取締役 

2000年８月 同社代表取締役社長 

2001年１月 米国オラクル・コーポレーション

上級副社長 

2008年６月 日本オラクル㈱代表取締役会長 

2008年８月 同社エグゼクティブアドバイザー 

2009年３月 ㈱ファーストリテイリング顧問 

2009年５月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 

㈱ＮＴＴドコモ)アドバイザリー

ボードメンバー(現任) 

2009年11月 ㈱ファーストリテイリング社外取

締役(現任) 

2011年７月 当社取締役(現任) 
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(注) １．2007年７月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって、

委員会設置会社に移行しています。 

２．熊坂賢次、新宅正明、岩倉正和、西村淸彦、山田啓之は社外取締役です。 

３．当社の委員会体制は次のとおりです。 

指名委員会 

委員長  熊坂賢次、委員  新宅正明、委員  岩倉正和、委員 西村淸彦、委員  山田啓之、委員  佐野陽

光 

報酬委員会 

委員長  新宅正明、委員  熊坂賢次、委員  岩倉正和、委員 西村淸彦、委員  山田啓之、委員  佐野陽

光 

監査委員会 

委員長  山田啓之、委員  熊坂賢次、委員  新宅正明、委員 岩倉正和、委員 西村淸彦 

４．2015年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までです。 

  

 

取締役 ― 岩  倉  正  和 1962年12月２日生 

1987年４月 第一東京弁護士会登録 

西村総合法律事務所(現 西村あさ

ひ法律事務所)入所 

(注)４ 200 

1993年６月 ハーバード大学ロースクール卒業

(LL.M) 

1996年１月 西村総合法律事務所(現 西村あさ

ひ法律事務所)パートナー弁護士

(現任) 

2004年４月 一橋大学法科大学院講師(現任) 

2006年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究

科教授(現任) 

2010年６月 日本電産㈱社外取締役 

2011年６月 ㈱帝国ホテル社外監査役(現任) 

2012年７月 当社取締役(現任) 

2014年３月 ＧＭＯインターネット㈱社外取締

役(現任) 

取締役 ― 西 村 淸 彦 1953年３月30日生 

1983年１月 東京大学経済学部助教授 

(注)４ ― 

1994年11月 東京大学経済学部教授 

2003年10月 内閣府経済社会総合研究所総括政

策研究官 

東京大学大学院経済学研究科教授

（併任） 

2004年３月 東京大学大学院経済学研究科教授

（委嘱） 

2005年４月 日本銀行政策委員会審議委員 

2008年３月 日本銀行副総裁 

2013年３月 東京大学大学院経済学研究科教授

（現任） 

2013年10月 東京大学大学院経済学研究科研究

科長（現任） 

2014年７月 当社取締役(現任) 

取締役 ― 山  田  啓  之 1964年10月20日生 

1996年８月 山田啓之税理士事務所設立 代表

(現任) 

(注)４ 62,000 

2000年11月 エイジックス㈱設立 代表取締役

(現任) 

2001年１月 AZX総合会計事務所設立 代表(現

任) 

2004年９月 当社監査役 

2007年７月 当社取締役(現任) 

2010年３月 ㈱トリプレットゲート(現 ㈱ワイ

ヤレスゲート)監査役(現任) 

計 20,932,200 
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(2) 執行役の状況 

(注) １．2015年３月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。 

２．代表執行役である穐田誉輝は、当社取締役を兼任しています。 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

(株) 

代表執行役 ― 穐  田  誉  輝 1969年４月29日生 「(1) 取締役の状況」に記載しています。 (注)１ 5,260,400 

執行役 ― 舘  野 祐  一 1981年９月26日生 

2004年６月 ㈱ディノ入社 

(注)１ 300 

2006年１月 ㈱はてな入社 

2010年８月 当社入社 

2012年５月 同社技術部長 

2013年10月 同社エンジニア統括マネージャ 

2014年２月 同社執行役（現任） 

執行役 ― 菅 間   淳 1971年７月26日生 

1995年４月 山一證券㈱入社 

(注)１ ― 

1998年２月 プライスウォーターハウスコンサ

ルタント㈱（現 IBMビジネスコ

ンサルティングサービス㈱）入社 

2000年４月 メリルリンチ証券 東京支店入社 

2003年10月 リーマンブラザーズ証券 東京支

店入社  

2006年７月 ドイツ証券㈱入社 

2013年10月 ㈱ロイヤルゲート取締役 

2013年10月 IDACセラノスティクス㈱取締役 

2014年５月 当社執行役（現任） 

執行役 ― 堀  口  育  代 1964年５月16日生 

1987年４月 ㈱リクルート（現 ㈱リクルート

ホールディングス）入社 

(注)１ ― 

1995年８月 ぴあ㈱入社 

1997年６月 ㈱ベネッセコーポレーション入社  

2007年４月 同社執行役員 

2013年３月 ヤフー㈱入社  

2014年５月 当社執行役（現任） 

執行役 ― 池  田 拓  司 1978年７月13日生 

2002年４月 ニフティ㈱入社 

(注)１ ― 

2005年４月 ㈱はてな入社 

2012年４月 当社入社 

2013年７月 同社デザイン部長 

2014年５月 同社ユーザーファースト推進部長 

2015年１月 同社執行役（現任） 

執行役 ― 林   展 宏 1961年１月10日生 

1984年４月 安田生命保険相互会社（現 明治

安田生命保険相互会社）入社 

(注)１ ― 

1992年１月 日本国際通信㈱（現 ソフトバン

クテレコム㈱）入社 

2005年４月 同社執行役員 

2008年７月 ㈱シグマクシス パートナー 

2015年２月 当社執行役（現任） 

計 5,260,700 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

①  提出会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 

当社は、社会からの信頼が求められる食に関連した事業を行っており、社会からの信頼を基盤として企業価値

が成り立っていると考えています。コーポレート・ガバナンスは、当社がこうした社会からの信頼を維持してい

くために必要不可欠なものであると認識しています。そして、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホル

ダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくためには、経営における「監督と執行の分離」が最も効果的

であると考え、2007年７月24日の定時株主総会での決議に基づき、委員会設置会社に移行しています。業務執行

を担う執行役と社外取締役を中心として構成される取締役会を分離し、実際の業務執行にあたる執行役には取締

役会から執行役への大幅な意思決定の委任をすることにより、業務執行の機動性と柔軟性を高めつつ、執行役に

よる業務執行全般を株主総会により選任された社外取締役が過半数を占める取締役会が監督し、最善の意思決定

を行うことにより経営の適正性を確保するとともに、過半数を社外取締役が占める「指名委員会」、「報酬委員

会」及び「監査委員会」の３委員会を設置して「監督と執行の分離」の徹底を図っています。 
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②  会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

イ．意思決定、業務執行及び監督に係る経営管理体制及び内部統制システムの状況 

コーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりです。 

また、３委員会の職務は、下記に記載しています。 
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(ⅰ)内部統制システムの整備に関する基本方針 

(a) 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正

を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(会社法第416条第１項第１号ホ) 

(ア)執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役会は、各執行役が業務執行状況の定例報告及び文書の管理等を実施し、職務内容が法令及び定

款に適合することを確保する体制を構築しています。 

(イ)執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

執行役は、その職務の遂行に係る文書その他の情報について、「文書管理規程」等の社内規程を整備

し、法令及び当該社内規程に従い適切に保存及び管理しています。 

(ウ)損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

各執行役は、担当職における損失の危険に関し、その管理の責任を負うものとし、企業活動の維持継

続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底するものとしています。 

(エ)執行役の職務が効率的に行われることを確保するための体制 

各執行役の職務は、取締役会において決定された各執行役の担当する領域及び取締役会から委任を受

けた範囲内で行われています。 

日常的な意思決定においては、決定事項の重要性及びリスクに応じて決裁方法を区分しており、これ

らを定めた「決裁規程」に基づき意思決定を行うこととしています。 

(オ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、当社の企業活動に関する重要な法令及び社内規程を、継続的に社員へ周知し、必要に応じて

啓発活動や研修を行う体制としています。 

代表執行役は、内部統制室を設置し、定期的に内部監査を実施し、当該内部監査の結果を速やかに監

査委員会に報告する体制としています。 

反社会的勢力とのかかわりを排除するため、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応ガイ

ドライン」を策定し、反社会的勢力に対する具体的な対応方法等を周知するため、全社員を対象とした

研修を行う体制としています。 

財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連する法令を遵守し、整備・評価・是正を

行うことにより、適正な内部統制システムを構築する体制としています。 

全社員が、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合

の社内報告体制として、ヘルプライン(内部通報制度)を構築し、運用しています。 

(b) 執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係

に関する事項(会社法第416条第１項第１号ハ) 

各執行役は、取締役会により決定された担当する領域の職務を行うものとし、「組織・業務分掌規

程」において、当該職務領域を明文化し、職務の分掌を図ることとしています。 

当社の重要事項の決定は、執行役の会議体である経営会議において決定することとしています。 

当社は、「決裁規程」に基づき、代表執行役の権限の一部を執行役に委譲しています。 

(c) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社から定期的な財務報告を受け、適正な管理体制を確

保する体制を構築しています。 

(d) 監査委員会の職務の執行のために必要なものとして法務省令で定める事項(会社法第416条第１項第１号

ロ) 

(ア)監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びにその取締役及び使用人の執行役

からの独立性に関する事項 

監査委員会は、監査委員会の監査を補助すべき使用人を置くことを求めることができるとしていま

すが、当該職務を補助すべき取締役は置かないものとしています。 

監査委員会を補助すべき使用人は、執行役から独立して業務を遂行することができるものとしてい

ます。 

監査委員会を補助すべき使用人の選任及び解任は、監査委員会の決定にて行うことができるものと

しています。 
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(イ)執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制 

執行役は、毎月開催される取締役会に出席して、また監査委員会の求めに応じて監査委員会に出席

して、執行状況を報告することとしています。 

執行役は、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、直ちに、監査委員会に

当該事実を報告するものとしています。 

(ウ)その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査委員会は、自ら監査を行うほか、内部監査を有効に活用し連携することで、その実効性を高め

るものとしています。監査委員会は、内部監査計画について事前に報告を受けるとともに、必要に応

じて内部監査計画の変更を依頼することとしています。また、内部監査の実施状況を監督するほか、

定期的に自ら内部監査も含めた業務の執行を監査することとして、また、決算関係の業務について

は、監査委員会は会計監査人と定期的に情報交換を行うなど連携を密にして監査を行います。 

  

(ⅱ)経営監督機能 

(a) 取締役会 

取締役会は経営の最高意思決定機関として、１ヶ月に１回以上開催され、当社では、会社法第416条に規

定する専権事項を中心とした重要事項について決定することとしています。取締役会の構成は、７名の取

締役により構成されており、うち５名は社外取締役です。社外取締役には、税理士１名及び弁護士１名を

含んでいます。当社では、取締役会に次の委員会を設置しています。 

(ア)指名委員会 

株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関です。指名委員会は、

取締役６名から構成されており、その内５名は社外取締役です。 

(イ)報酬委員会 

取締役及び執行役の個人別の報酬内容を決定する機関です。取締役６名により構成されており、その

内５名は社外取締役です。 

(ウ)監査委員会 

取締役及び執行役の業務執行に関する違法性及び妥当性についての監査並びに株主総会に提出する会

計監査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、原則１ヶ月に１回開催されていま

す。監査委員会は、税理士１名及び弁護士１名を含む社外取締役５名から構成されています。 

  

(ⅲ)業務執行機能 

(a) 代表執行役、執行役 

当社は、６名の執行役の中から代表執行役１名を選定しています。代表執行役は、業務執行最高責任者

として当社を代表し、取締役会の決議に基づき委任を受けた業務を執行します。また、各執行役は、取締

役会に対し、業務執行状況及び月次決算の状況について毎月１回報告及び説明をしています。執行役は、

代表執行役を補佐し、業務執行の推進責任及び監督責任を負っています。 

(b) 経営会議 

代表執行役及び執行役により構成され、取締役会の決議により委任を受けた業務執行の重要事項を多数

決により決議しています。 

(c) 内部監査及び監査委員会監査の状況 

当社は、内部監査を担当する部署として、内部統制室を設置しています。内部統制室は代表執行役直属

の組織として全部署を対象に監査を実施しています。また、監査委員会は、社外取締役５名により監査を

実施しています。監査委員は、全て社外取締役であるため、日常的な監査につきましては、監査委員会決

議により選任された専任の監査補助者１名により行われています。監査体制や監査範囲などに関し、内部

統制室と監査委員会及び会計監査人は緊密に連携して活動しています。 

なお、監査委員長山田啓之氏は、税理士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してい

ます。 

  

 

― 46 ―



ロ．社外取締役と当社との関係 

当社は、５名の社外取締役を選任しています。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、

当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えてい

るかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しています。なお、当社では、社外取締役を選任す

るための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経

営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しています。 

併せて、社外取締役には、当社からの独立性を有している者を含めて選任することとしています。 

また、本書提出日現在において、当社は山田啓之氏へ20個の新株予約権を付与しており、熊坂賢次氏は当社

の株式を72,000株、新宅正明氏は当社の株式を10,000株、岩倉正和氏は当社の株式を200株、山田啓之氏は当社

の株式を62,000株それぞれ所有しています。これらの関係以外に社外取締役と当社との間にその他利害関係は

ありません。 

  

ハ．リスク管理体制の整備の状況 

当社におけるリスク管理体制は、法務室が主管部署となっています。法務室は、各部との連携をとり情報を

収集・共有することにより、リスクの早期発見と未然防止に努めています。 

コンプライアンスについて、法務室所管執行役が中心となり推進しています。全従業員に対して、コンプラ

イアンスに関する事項を周知・徹底させるよう活動をしています。 

  

ニ．会計監査の状況 

当社の会計監査業務は、有限責任 あずさ監査法人に所属する公認会計士山本守氏及び坂井知倫氏が執行いた

しました。なお、継続監査年数に関しては、全員が７年以内のため記載を省略しています。 

また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、その他(注)３名です。 

(注)  その他は、公認会計士試験合格者等です。 

  

ホ．その他第三者の状況 

当社では、業務上発生しうる問題解決のための助言等を得るため、弁護士と顧問契約を締結し、法令遵守に

努めています。 

  

③  役員の報酬等 

イ．役員区分ごとの報酬等の総額 

  

ロ．報酬等の総額が１億円以上である役員の報酬等の総額 

該当ありません。 

  

ハ．役員報酬等の決定方針 

(ⅰ)取締役の報酬は、定額報酬と株式報酬とすることとし、その支給水準は、経済情勢、当社を取り巻く環境

及び各取締役の職務の内容を参考にするとともに、監督活動の頻度、時間に応じた報酬を勘案し、相当と

思われる額を決定することとしています。 

(ⅱ)執行役の報酬は、定額報酬、業績連動報酬及び株式報酬とすることとし、その支給水準については、経済

情勢、当社を取り巻く環境及び各執行役の職務の内容を勘案し、相当と思われる額を決定することとして

います。 

 

役員区分 
報酬等の総額 

(千円) 

報酬等の種類別の総額(千円) 
対象となる役員
の員数(名) 

基本報酬 
ストック・ 
オプション 

賞与   

取締役 
(社外取締役を除く) 

7,620 7,600 20 ― ２ 

社外取締役 20,101 19,895 206 ― ５ 

執行役 114,935 113,296 1,638 ― ８ 
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④  株式の保有状況 

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

銘柄数                               ２銘柄 

貸借対照表計上額の合計額         51,988千円 

  

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的 

該当事項はありません。 

  

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式 

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損

益の合計額」は記載しておりません。 

  

⑤  定款で定めた取締役及び執行役の員数並びに取締役選任決議の要件 

イ．取締役の員数 

当社は、取締役を８名以内にする旨を定款に定めています。 

  

ロ．取締役選任決議の要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席しその議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任決議においては累積投票によらないこととす

る旨を定款に定めています。 

  

ハ．執行役の員数 

当社は、執行役を10名以内にする旨を定款に定めています。 

  

⑥  株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めています。これ

は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とする

ものです。 

  

⑦  責任限定契約の内容の概要 

イ．当社と社外取締役及び会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は、法令が定める額としてい

ます。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役等が責任の原因となった職務の遂行につ

いて善意かつ重大な過失がないときに限られます。 

  

ロ．取締役の責任免除 

当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第１項の賠償責任に

ついて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額

を限度として免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その

能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。 

  

前事業年度 
（千円) 

当事業年度 
(千円) 

貸借対照表 
計上額の合計額 

貸借対照表 
計上額の合計額 

受取配当金 
の合計額 

売却損益 
の合計額 

評価損益 
の合計額 

非上場株式 ― 311,885 ― ― (注)  

非上場株式以外の株式 ― ― ― ― ― 
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ハ．執行役の責任免除 

当社は、取締役会の決議によって、執行役(執行役であった者を含む。)の会社法第423条第１項の賠償責任に

ついて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額

を限度として免除することができる旨定款に定めています。これは、執行役が職務を遂行するにあたり、その

能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。 

  

⑧  剰余金の配当等について 

当社は、会社法第459条第１項各号に掲げられる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総

会の決議によらず取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等

を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とするものです。 

  

(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

  

② 【その他重要な報酬の内容】 

(前連結会計年度) 

該当事項はありません。 

(当連結会計年度) 

該当事項はありません。 

  

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

(前連結会計年度) 

該当事項はありません。 

(当連結会計年度) 

非監査業務の内容は、国際会計基準（IFRS）の導入に関する指導・助言業務であります。 

  

④ 【監査報酬の決定方針】 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業

務時間を基準とし、監査委員会の同意を経た上で報酬額を決定しています。 

  

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に 
基づく報酬(千円) 

非監査業務に 
基づく報酬(千円) 

監査証明業務に 
基づく報酬(千円) 

非監査業務に 
基づく報酬(千円) 

提出会社 15,000 ― 18,000 14,990 

連結子会社 ― ― ― ― 

計 15,000 ― 18,000 14,990 
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第５ 【経理の状況】 

  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

  
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。 

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま

す。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2014年５月１日から2014年12月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2014年５月１日から2014年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監

査法人により監査を受けています。 

  

３．決算期変更について 

2014年７月24日開催の第10回定時株主総会における定款一部変更の決議により、決算期を４月30日から12月31日に

変更しました。 

 したがって、当連結会計年度及び当事業年度は2014年５月１日から2014年12月31日までの８ヶ月となっています。 

  

４．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更にも適切に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加

入するとともに、同機構及び監査法人等の主催する各種研修に参加しています。 
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１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

                      (単位：千円) 

                    
前連結会計年度 
(2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(2014年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 4,691,335 13,189,802 

    受取手形及び売掛金 1,343,918 2,048,863 

    繰延税金資産 123,748 119,894 

    その他 126,895 283,053 

    貸倒引当金 △3,028 △4,805 

    流動資産合計 6,282,869 15,636,809 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 69,071 384,295 

        減価償却累計額 △66,749 △29,038 

        建物（純額） 2,322 355,256 

      工具、器具及び備品 99,461 111,466 

        減価償却累計額 △64,817 △67,423 

        工具、器具及び備品（純額） 34,644 44,042 

      有形固定資産合計 36,966 399,299 

    無形固定資産     

      のれん 2,541,980 2,653,569 

      その他 63,621 108,948 

      無形固定資産合計 2,605,602 2,762,518 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 42,000 363,883 

      関係会社株式 ※  178,253 ※  343,445 

      差入保証金 227,230 179,854 

      繰延税金資産 254,756 294,148 

      その他 21,119 4,548 

      投資その他の資産合計 723,360 1,185,879 

    固定資産合計 3,365,929 4,347,697 

  資産合計 9,648,798 19,984,506 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 21,708 107,620 

    未払金 678,841 808,872 

    未払法人税等 846,556 565,970 

    その他 146,102 352,486 

    流動負債合計 1,693,208 1,834,950 

  固定負債     

    長期借入金 12,092 7,896 

    資産除去債務 ― 135,973 

    固定負債合計 12,092 143,869 

  負債合計 1,705,300 1,978,820 
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                      (単位：千円) 

                    
前連結会計年度 
(2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(2014年12月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 871,425 5,205,095 

    資本剰余金 870,850 5,204,520 

    利益剰余金 6,182,035 7,212,613 

    自己株式 △1,185 △1,185 

    株主資本合計 7,923,124 17,621,044 

  その他の包括利益累計額     

    為替換算調整勘定 △6,366 257,584 

    その他の包括利益累計額合計 △6,366 257,584 

  新株予約権 26,740 61,474 

  少数株主持分 ― 65,582 

  純資産合計 7,943,498 18,005,686 

負債純資産合計 9,648,798 19,984,506 
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 

【連結損益計算書】 

  

                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 
(自 2013年５月１日 
 至 2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 2014年５月１日 
 至 2014年12月31日) 

売上高 6,572,139 6,702,015 

売上原価 93,481 409,083 

売上総利益 6,478,657 6,292,931 

販売費及び一般管理費 ※１  3,346,190 ※１  3,613,685 

営業利益 3,132,467 2,679,246 

営業外収益     

  受取利息 4,930 304 

  為替差益 4,779 9,220 

  助成金収入 3,000 ― 

  その他 3,902 2,929 

  営業外収益合計 16,612 12,455 

営業外費用     

  支払利息 163 313 

  株式交付費 ― 43,401 

  その他 972 2,056 

  営業外費用合計 1,136 45,771 

経常利益 3,147,943 2,645,929 

特別利益     

  新株予約権戻入益 14,598 ― 

  事業譲渡益 8,000 ― 

  段階取得に係る差益 11,084 ― 

  固定資産売却益 ― ※２  546 

  関係会社株式売却益 ― 13,557 

  特別利益合計 33,682 14,104 

特別損失     

  固定資産除売却損 ※３  461 ※３  1,335 

  関係会社株式評価損 43,789 ― 

  特別損失合計 44,250 1,335 

税金等調整前当期純利益 3,137,375 2,658,698 

法人税、住民税及び事業税 1,369,548 1,187,153 

法人税等調整額 △100,955 △60,375 

法人税等合計 1,268,593 1,126,778 

少数株主損益調整前当期純利益 1,868,782 1,531,920 

少数株主利益 ― 8,146 

当期純利益 1,868,782 1,523,774 
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【連結包括利益計算書】 

  

                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 
(自 2013年５月１日 
 至 2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 2014年５月１日 
 至 2014年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,868,782 1,531,920 

その他の包括利益     

  為替換算調整勘定 △6,366 263,951 

  その他の包括利益合計 ※  △6,366 ※  263,951 

包括利益 1,862,415 1,795,872 

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 1,862,415 1,787,725 

  少数株主に係る包括利益 ― 8,146 
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

  前連結会計年度(自  2013年５月１日  至  2014年４月30日) 

  

  

  (単位：千円) 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 847,440 846,865 4,509,800 △1,185 6,202,919 

当期変動額           

新株の発行 23,985 23,985     47,970 

剰余金の配当     △164,417   △164,417 

当期純利益     1,868,782   1,868,782 

連結範囲の変動     △32,129   △32,129 

株主資本以外の項目 

の当期変動額(純額) 
          

当期変動額合計 23,985 23,985 1,672,235 ― 1,720,205 

当期末残高 871,425 870,850 6,182,035 △1,185 7,923,124 
 

  

その他の包括 

利益累計額 
新株予約権 純資産合計 

為替換算 

調整勘定 

当期首残高 ― 36,883 6,239,802 

当期変動額       

新株の発行     47,970 

剰余金の配当     △164,417 

当期純利益     1,868,782 

連結範囲の変動     △32,129 

株主資本以外の項目 

の当期変動額(純額) 
△6,366 △10,142 △16,509 

当期変動額合計 △6,366 △10,142 1,703,696 

当期末残高 △6,366 26,740 7,943,498 
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  当連結会計年度(自  2014年５月１日  至  2014年12月31日) 

  

  

 

  (単位：千円) 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 871,425 870,850 6,182,035 △1,185 7,923,124 

当期変動額           

新株の発行 4,333,670 4,333,670     8,667,341 

剰余金の配当     △396,883   △396,883 

当期純利益     1,523,774   1,523,774 

連結範囲の変動     △30,121   △30,121 

連結子会社の決算期 

変更に伴う増減 
    △66,191   △66,191 

株主資本以外の項目 

の当期変動額(純額) 
          

当期変動額合計 4,333,670 4,333,670 1,030,578 ― 9,697,920 

当期末残高 5,205,095 5,204,520 7,212,613 △1,185 17,621,044 
 

  

その他の包括利

益累計額 
新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

為替換算調整勘

定 

当期首残高 △6,366 26,740 ― 7,943,498 

当期変動額         

新株の発行       8,667,341 

剰余金の配当       △396,883 

当期純利益       1,523,774 

連結範囲の変動       △30,121 

連結子会社の決算期 

変更に伴う増減 
      △66,191 

株主資本以外の項目 

の当期変動額(純額) 
263,951 34,734 65,582 364,268 

当期変動額合計 263,951 34,734 65,582 10,062,188 

当期末残高 257,584 61,474 65,582 18,005,686 
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 
(自 2013年５月１日 
 至 2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 2014年５月１日 
 至 2014年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純利益 3,137,375 2,658,698 

  減価償却費 25,289 47,194 

  のれん償却額 144,692 309,923 

  段階取得に係る差損益（△は益） △11,084 ― 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 443 1,060 

  受取利息及び受取配当金 △4,930 △304 

  支払利息 163 313 

  為替差損益（△は益） △5,810 △16,308 

  株式交付費 ― 43,401 

  新株予約権戻入益 △14,598 ― 

  固定資産除売却損益（△は益） 461 788 

  関係会社株式売却益 ― △13,557 

  関係会社株式評価損 43,789 ― 

  売上債権の増減額（△は増加） △263,077 △627,509 

  仕入債務の増減額（△は減少） 12,427 32,900 

  その他の資産の増減額（△は増加） 49,598 18,747 

  その他の負債の増減額（△は減少） 102,138 196,721 

  小計 3,216,880 2,652,069 

  利息及び配当金の受取額 15,369 304 

  利息の支払額 △163 △313 

  法人税等の支払額 △1,307,265 △1,485,713 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,924,819 1,166,347 

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  定期預金の払戻による収入 1,500,000 ― 

  有形固定資産の取得による支出 △28,440 △256,425 

  無形固定資産の取得による支出 △12,797 △53,498 

  関係会社株式の取得による支出 △214,346 △180,000 

  関係会社株式の売却による収入 ― 18,000 

  投資有価証券の取得による支出 ― △321,873 

  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

※２  △1,403,041 ※２  △249,644 

  短期貸付けによる支出 ― △30,000 

  事業譲受による支出 ※３  △1,014,521 ― 

  差入保証金の差入による支出 △147,573 △1,147 

  差入保証金の回収による収入 ― 57,406 

  その他 158 770 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,320,562 △1,016,411 
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                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 
(自 2013年５月１日 
 至 2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 2014年５月１日 
 至 2014年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の増減額（△は減少） ― △45,000 

  長期借入金の返済による支出 △2,400 △8,200 

  株式の発行による収入 43,523 8,619,460 

  新株予約権の発行による収入 ― 32,092 

  配当金の支払額 △164,417 △396,883 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △123,294 8,201,469 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,395 181,559 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 479,566 8,532,965 

現金及び現金同等物の期首残高 4,167,841 4,691,335 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

43,926 13,933 

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少） 

― △48,431 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  4,691,335 ※１  13,189,802 
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【注記事項】 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 10社 

主要な連結子会社の名称 

COOKPAD SPAIN, S.L． 

PT COOKPAD DIGITAL INDONESIA 

ALLTHECOOKS, LLC 

コーチ・ユナイテッド株式会社 

セレクチュアー株式会社 

当連結会計年度において、株式を取得し連結子会社化したセレクチュアー株式会社ほか２社を当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めています。 

  
(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称 

株式会社クックパッドダイエットラボ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除い

ています。 

  
２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 

該当事項はありません。 

  
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 

持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称 

株式会社クックパッドダイエットラボ 

（持分法を適用しない理由） 

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社はいずれも、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除いています。 

  

３．連結決算日の変更に関する事項 

当社は、連結決算日（当社の事業年度）を毎年４月30日としていましたが、海外連結子会社を含むすべての連結

子会社と決算期を統一することで、グループ一体運営の推進及び経営情報の適時・的確な開示による更なる経営の

効率化を図り、また、2015 年 12 月期第１四半期より適用を予定している国際会計基準（IFRS）に規定されている

連結会社の決算期統一の必要性にも対応を図ることを目的として、2014 年７月 24 日に開催の定時株主総会におい

て、定款一部変更を決議し、連結決算日を12月31日に変更しました。これに伴い、その経過期間となる当連結会計

年度の期間は、2014 年５月１日から 2014 年 12 月 31 日までの８ヶ月となっています。 

なお、当該変更に伴い、決算日が３月31日の連結子会社の2014年４月１日から2014年４月30日までの１ヶ月の損

益については、利益剰余金に直接加減しており、現金及び現金同等物の増減については、連結キャッシュ・フロー

計算書の「連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額」として表示しています。 

  
４．連結子会社の事業年度等に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。 
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５．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①  有価証券 

ａ  関係会社株式  

移動平均法による原価法を採用しています。  

ｂ  その他有価証券  

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しています。 

  
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①  有形固定資産  

定率法を採用しています。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物                 ２年～15年 

工具、器具及び備品   ３年～15年 

また、2007年３月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間

で均等償却する方法によっています。 

②  無形固定資産 

定額法を採用しています。 

なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用して

います。  

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しています。 

  

(4) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、効果の発現する見積り期間(５年～10年)にわたり定額法により償却を行っていま

す。 

  

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 

  

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっています。  
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(連結貸借対照表関係) 

※  非連結子会社及び持分法非適用関連会社に対するものは、次のとおりです。 

  
(連結損益計算書関係) 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。  

  

※２  固定資産売却益の内容は、次のとおりです。 

  
※３  固定資産除売却損の内容は、次のとおりです。 

  

(連結包括利益計算書関係) 

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

 

  
前連結会計年度 
(2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(2014年12月31日) 

関係会社株式(株式) 178,253千円 343,445千円 
 

  
前連結会計年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

給料手当 1,071,900千円 989,299千円 

売上手数料 452,786 〃 427,932 〃 

貸倒引当金繰入額 443 〃 1,060 〃 
 

  
前連結会計年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

工具、器具及び備品 ―千円 546千円 
 

  
前連結会計年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

建物 ―千円 271千円 

工具、器具及び備品 461 〃 1,063 〃 

計 461千円 1,335 千円 
 

  
前連結会計年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

為替換算調整勘定 

  当期発生額 △6,366千円 263,951千円 

  組替調整額 ― ― 

    税効果調整前 △6,366千円 263,951千円 

    税効果額 ― ― 

    為替換算調整勘定 △6,366千円 263,951千円 

その他の包括利益合計 △6,366千円 263,951千円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自  2013年５月１日  至  2014年４月30日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)１．発行済株式の増加16,632,400株は、株式分割による増加16,442,400株、新株予約権の行使による増加

190,000株です。 

２．自己株式の増加604株は、株式分割による増加604株です。 

  
２．新株予約権に関する事項 

(注) １．第４回新株予約権の減少は、権利失効によるものです。 

２．第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。 

  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

 

株式の種類 
当連結会計年度 
期首株式数 

(株) 

当連結会計年度 
増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 
減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 
株式数 
(株) 

発行済株式         

  普通株式(注)１ 16,442,400 16,632,400 ― 33,074,800 

合計 16,442,400 16,632,400 ― 33,074,800 

自己株式         

  普通株式(注)２ 604 604 ― 1,208 

合計 604 604 ― 1,208 
 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円) 

当連結会計
年度期首 

当連結会計
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 

ストック・オプション 
としての第３回新株予 
約権 

― ― ― ― ― 13,246 

ストック・オプション 
としての第４回新株予 
約権 

― ― ― ― ― ― 

ストック・オプション 
としての第５回新株予 
約権 

― ― ― ― ― 6,969 

ストック・オプション 
としての第６回新株予 
約権 

― ― ― ― ― 6,525 

合計 ― ― ― ― 26,740 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

2013年６月７日 
取締役会 

普通株式 164,417 10.00 2013年４月30日 2013年７月26日 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2014年６月６日 
取締役会 

普通株式 396,883 利益剰余金 12.00 2014年４月30日 2014年７月25日 
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当連結会計年度(自  2014年５月１日  至  2014年12月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)１．発行済株式の増加2,520,000株は、海外募集による新株式発行による増加2,500,000株、新株予約権の

行使による増加20,000株です。 

  
２．新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

 

株式の種類 
当連結会計年度 
期首株式数 

(株) 

当連結会計年度 
増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 
減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 
株式数 
(株) 

発行済株式         

  普通株式(注)１ 33,074,800 2,520,000 ― 35,594,800 

合計 33,074,800 2,520,000 ― 35,594,800 

自己株式         

  普通株式 1,208 ― ― 1,208 

合計 1,208 ― ― 1,208 
 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円) 

当連結会計
年度期首 

当連結会計
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 

ストック・オプション 
としての第３回新株予 
約権 

― ― ― ― ― 12,608 

ストック・オプション 
としての第５回新株予 
約権 

― ― ― ― ― 10,248 

ストック・オプション 
としての第６回新株予 
約権 

― ― ― ― ― 6,525 

ストック・オプション 
としての第７回新株予 
約権 

― ― ― ― ― 32,092 

合計 ― ― ― ― 61,474 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

2014年６月６日 
取締役会 

普通株式 396,883 12.00 2014年４月30日 2014年７月25日 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2015年２月６日 
取締役会 

普通株式 427,123 利益剰余金 12.00 2014年12月31日 2015年３月27日 
 

― 63 ―



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。 

  

※２ 前連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにコーチ・ユナイテッド株式会社、ALLTHECOOKS, LLC及びDAPUR MASAK PTE. LTD.を連結し

たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額及び出資持分の取得と取得のための支出(純

増)との関係は次のとおりです。 

  

   当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにセレクチュアー株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

株式の取得価額と取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。 

  

※３ 前連結会計年度に事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳 

当社子会社であるCOOKPAD SPAIN, S.L.によるITYIS SIGLO XXI, S.L.の事業譲受けにより増加した資産及び負債

の主な内訳は次のとおりです。 

  

 

  
前連結会計年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

現金及び預金 4,691,335千円 13,189,802千円 

現金及び現金同等物 4,691,335千円 13,189,802千円 
 

流動資産 71,594千円

固定資産 46,974 〃 

のれん 1,562,056 〃 

流動負債  △26,574 〃 

固定負債  △16,892 〃 

株式及び出資持分の取得価額 1,637,159千円

支配獲得時までの取得価額 △1,694 〃 

段階取得による差益 △11,084 〃 

株式取得に係る未払金 △166,320 〃 

現金及び現金同等物 △55,018 〃 

 差引：取得のための支出 1,403,041千円
 

流動資産 500,872千円

固定資産 19,257 〃 

のれん 342,033 〃 

流動負債  △253,159 〃 

固定負債  △2,000 〃 

少数株主持分  △52,993 〃 

株式の取得価額 554,009千円

現金及び現金同等物 △304,364 〃 

 差引：取得のための支出 249,644千円
 

固定資産 96千円

のれん 1,119,395 〃 

事業譲受けの対価 1,119,491千円

株式取得に係る未払金 △104,970 〃 

 差引：事業譲受による支出 1,014,521千円
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(リース取引関係) 

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

(単位：千円)  

  

(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については安全性を重視しており、一時的な余剰資金は、安全性の高い預金等に限定

し運用を行っています。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

現金及び預金は、外貨建て預金を保有しているために為替の変動リスクに晒されています。営業債権である売掛

金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクについては、適切な与信管理を実施することにより当該リ

スクの低減を図っています。 

差入保証金は、本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されていますが、賃貸借

契約締結に際し、差入先の信用状況を把握しています。 

営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、１年以内の支払期日となっています。営業債務は流動性リ

スクに晒されていますが、当該リスクについては、月次単位での支払予定を把握するなどの方法により、当該リス

クを管理しています。 

  

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込

んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるものは含まれていません((注)４．参照)。 

  

前連結会計年度(2014年４月30日) 

 

  
前連結会計年度 
(2014年4月30日) 

当連結会計年度 
(2014年12月31日) 

１年内 ― 122,917 

１年超 ― 390,971 

合計 ― 513,888 
 

  
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 現金及び預金 4,691,335 4,691,335 ― 

(2) 受取手形及び売掛金 
貸倒引当金（注）１． 

1,343,918 
△3,028 

 
 

  

  1,340,890 1,340,890 ― 

(3) 差入保証金 227,230 226,677 △552 

(4) 買掛金 (21,708) (21,708) ― 

(5) 未払金 (678,841) (678,841) ― 

(6) 未払法人税等 (846,556) (846,556) ― 
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当連結会計年度(2014年12月31日) 

(注)１． 売掛金に係る貸倒引当金を控除しています。 

(注)２． 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。 

(注)３． 金融商品の時価の算定方法 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

(3) 差入保証金 

差入保証金の時価については、そのキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値に

より算定しています。 

(4) 買掛金、(5) 未払金、(6) 未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

(注)４． 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

関係会社株式及び投資有価証券は、市場価格がなく、且つ将来キャッシュ・フローを見積もることができ

ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため上記算定対象には含めていません。 

 (注)５． 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

前連結会計年度(2014年４月30日) 

  

当連結会計年度(2014年12月31日) 

  

  
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 現金及び預金 13,189,802 13,189,802 ― 

(2) 受取手形及び売掛金 
貸倒引当金（注）１． 

2,048,863 
△4,805 

 
 

  

  2,044,058 2,044,058 ― 

(3) 差入保証金 179,854 155,665 △24,188 

(4) 買掛金 (107,620) (107,620) ― 

(5) 未払金 (808,872) (808,872) ― 

(6) 未払法人税等 (565,970) (565,970) ― 
 

    (単位：千円) 

区分 
前連結会計年度 
(2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(2014年12月31日) 

関係会社株式 178,253 343,445 

投資有価証券 42,000 363,883 
 

  
１年以内 
(千円) 

１年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

現金及び預金 4,691,335 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 1,343,918 ― ― ― 

差入保証金 73,949 153,281 ― ― 

合計 6,109,203 153,281 ― ― 
 

  
１年以内 
(千円) 

１年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

現金及び預金 13,189,802 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 2,048,863 ― ― ― 

差入保証金 9,130 25,610 145,114 ― 

合計 15,247,796 25,610 145,114 ― 
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(ストック・オプション等関係) 

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名 

  

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額 

  

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

 (注) １．2008年11月14日付で１株につき100株の株式分割、2009年12月１日付で１株につき３株の株式分割、2010

年７月１日付で１株につき２株の株式分割、2011年１月１日付で１株につき２株の株式分割、2013年５

月１日付で１株につき２株の株式分割を行っているため、分割後の株式数に換算して記載しています。 

２．(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業

員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍そ

の他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 

(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合

は、相続開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与さ

れた権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認め

ない。 

 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

販売費及び一般管理費の 
株式報酬費用 

8,833千円 7,121千円 
 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

新株予約権戻入益 14,598千円 ― 千円 
 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第５回新株予約権 

付与対象者の区分 
及び人数 

取締役１名 
監査役１名 
従業員20名 

取締役３名 
執行役３名 
従業員27名 

取締役１名 
執行役３名 
従業員16名 

執行役１名 
従業員11名 

株式の種類別のス
トック・オプショ
ンの数(注)１． 

普通株式 912,000株 普通株式 957,600株 普通株式 134,000株 普通株式  66,000株 

付与日 2007年４月30日 2008年４月25日 2011年７月29日 2012年12月17日 

権利確定条件 
確定条件は定めて 

いません 
確定条件は定めて 

いません 
(注)２. (注)３. 

対象勤務期間 ― ― ― ― 

権利行使期間 
自 2009年４月14日 
至 2017年４月13日 

自 2010年３月15日 
至 2018年３月14日 

自 2013年７月30日 
至 2016年７月29日 

自 2014年12月18日 
至 2017年12月17日 

 

  第６回新株予約権 第７回新株予約権     

付与対象者の区分 
及び人数 

執行役２名 
従業員10名 

執行役８名 
従業員20名 

    

株式の種類別のス
トック・オプショ
ンの数(注)１． 

普通株式 210,000株 普通株式 594,300株     

付与日 2012年12月17日  2014年5月12日     

権利確定条件 (注)４.  (注)５.     

対象勤務期間 ― ―     

権利行使期間 
自 2012年12月18日 
至 2019年７月31日 

自 2014年5月13日 
至 2019年7月31日 
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(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含め

て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に

基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端

数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。 

①  2013年７月30日から2014年７月29日まで 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の３分の１ 

②  2014年７月30日から2015年７月29日まで 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の３分の２ 

③  2015年７月30日から2016年７月29日まで 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて 

３．(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業

員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍そ

の他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 
  

(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合

は、相続開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与さ

れた権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認め

ない。 

(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含め

て当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に

基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端

数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。 

①  2014年12月18日から2015年12月17日 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の３分の１ 

②  2015年12月18日から2016年12月17日 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の３分の２ 

③  2016年12月18日から2017年12月17日 

新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて 

４．(1) 新株予約権者は、以下の期間を会計期間とする連結損益計算書（監査法人又は公認会計士による任

意監査又は合意された手続を実施したものに限る。）における営業利益にのれん償却額（ただし、

販売費及び一般管理費に計上されたものに限る。）を加算した額の金額が一度でも100億円を超過し

ている場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等によ

り参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会

にて定めるものとする。 

①  2014年５月１日から2015年４月30日 

②  2015年５月１日から2016年４月30日 

③  2016年５月１日から2017年４月30日 

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業

員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍そ

の他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 

(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合

は、相続開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与さ

れた権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認め

ない。 

５．(1) 新株予約権者は、以下の期間を会計期間とする連結損益計算書（監査法人又は公認会計士による任

意監査又は合意された手続を実施したものに限る。）における営業利益にのれん償却額（ただし、

販売費及び一般管理費に計上されたものに限る。）を加算した額の金額が一度でも100億円を超過し

ている場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等によ

り参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会

にて定めるものとする。 

①  2014年５月１日から2015年４月30日 
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②  2015年５月１日から2016年４月30日 

③  2016年５月１日から2017年４月30日 

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業

員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍そ

の他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 

(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合

は、相続開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与さ

れた権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認め

ない。 
  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度(2014年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しています。 

①  ストック・オプションの数 

(注)  2008年11月14日付で１株につき100株の株式分割、2009年12月１日付で１株につき３株の株式分割、2010年７月

１日付で１株につき２株の株式分割、2011年１月１日付で１株につき２株の株式分割、2013年５月１日付で１

株につき２株の株式分割を行っているため、分割後の株式数に換算して記載しています。 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第５回新株予約権 

権利確定前(株)         

前連結会計年度末 ― ― ― 54,000 

付与 ― ― ― ― 

失効 ― ― ― ― 

権利確定 ― ― ― 54,000 

未確定残 ― ― ― ― 

権利確定後(株)         

前連結会計年度末 24,000 86,400 82,600 ― 

権利確定 ― ― ― 54,000 

権利行使 ― 2,400 17,600 ― 

失効 ― ― 1,400 ― 

未行使残 24,000 84,000 63,600 54,000 

     

  第６回新株予約権 第７回新株予約権     

権利確定前(株)         

前連結会計年度末 174,000 ―     

付与 ― 594,300     

失効 ― ―     

権利確定 ― ―     

未確定残 174,000 594,300     

権利確定後(株)         

前連結会計年度末 ― ―     

権利確定 ― ―     

権利行使 ― ―     

失効 ― ―     

未行使残 ― ―     
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②  単価情報 

(注)  2008年11月14日付で１株につき100株の株式分割、2009年12月１日付で１株につき３株の株式分割、2010年７月

１日付で１株につき２株の株式分割、2011年１月１日付で１株につき２株の株式分割、2013年５月１日付で１

株につき２株の株式分割を行っているため、分割後の価格に換算して記載しています。 

  

４.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  

 当連結会計年度において付与された第７回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりで

す。 

① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション 

② 主な基礎数値及び見積方法 

(注) １．満期までの期間に応じた直近の期間(上場日より)の株価実績に基づき算定しています。 

２．直近の配当実績によっています。 

３．満期までの期間に対応する国債の利回りです。 

  
５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してい

ます。 

  

６．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権

利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 

  

 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第５回新株予約権 

権利行使価格(注)(円) 75 200 874 1,238 

行使時平均株価(円) ― 2,502 3,634 ― 

公正な評価単価(付与日)(円) ― ― 50,900 74,400 

          

  第６回新株予約権 第７回新株予約権     

権利行使価格(注)(円) 1,199 2,190 
   

行使時平均株価(円) ― ―     

公正な評価単価(付与日)(円) 7,500 5,400     

 

  第７回新株予約権 

株価変動性（注）１ 51.34％ 

満期までの期間 5.2年 

予想配当（注）２ 0.23％ 

無リスク利子率（注）３ 0.192％ 
 

① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額   429,600千円 

② 
当連結会計年度に権利行使されたストック・オプショ
ンの権利行使日における本源的価値の合計額 

  5,524千円 
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(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産) 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 

  
前連結会計年度 
(2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(2014年12月31日) 

繰延税金資産（流動）       

未払事業税 62,670千円 43,449千円 

売上手数料見積計上否認 36,176  43,702  

未払賞与 16,275  15,050  

その他 8,626  17,711  

計 123,748  119,913  

繰延税金負債（流動）       

未収還付事業税 ―   △19  

計 ―   △19  

        

繰延税金資産（固定）       

減価償却費 210,082千円 253,414千円 

関係会社株式 31,810  ―   

資産除去債務 ―   48,461  

繰越欠損金 72,947  218,257  

その他 5,314  6,971  

小計 320,154  527,104  

評価性引当金 △65,397  △186,554  

計 254,756  340,550  

繰延税金負債（固定）       

資産除去債務に対応する除去費用 ―   △46,401  

計 ―   △46,401  

繰延税金資産の純額 378,505千円 414,042千円 
 

  
前連結会計年度 
(2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(2014年12月31日) 

法定実効税率 38.0％ 35.6％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3  0.2  

法人税額の特別控除額 △1.0  △0.4  

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.6  ―   

連結子会社の税率差異 △0.1  △0.5  

評価性引当金の増減額 2.1  3.7  

のれん償却額 1.8  4.2  

その他 △1.1  △0.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.4  42.4  
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(企業結合等関係) 

取得による企業結合 

１．企業結合の概要 

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容 

被取得企業の名称  セレクチュアー株式会社 

事業の内容     衣料、キッチン用品及び雑貨のEC事業 

(2) 企業結合を行った主な理由 

当社は、EC事業の拡大を目的として、衣料、キッチン用品及び雑貨のオンラインショップ「アンジェ」を運営す

るセレクチュアー株式会社の株式の取得を決定しました。 

(3) 企業結合日 

2014年８月１日 

(4) 企業結合の法的形式 

株式の取得 

(5) 結合後企業の名称 

変更はありません。 

(6) 取得した議決権比率 

80.0％ 

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠 

当社が現金を対価とした株式取得により、被取得企業の議決権を80.0％取得したためです。 

   また、被取得企業の議決権20.0％については、2015年12月期中に取得することを予定しています。  

  
２．連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 

2014年８月１日から2014年12月31日まで 

  
３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(1) 発生したのれんの金額 

342,033千円 

(2) 発生原因 

今後の事業展開により期待される超過収益力です。 

(3) 償却方法及び償却期間 

10年間にわたる均等償却 

  

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  

 

取得の対価  現金 550,000千円 

取得に直接要した費用 アドバイザー費用等 4,009千円 

取得原価   554,009千円 
 

流動資産 500,872千円 

固定資産 19,257千円 

資産合計 520,129千円 

流動負債 253,159千円 

固定負債 2,000千円 

負債合計 255,159千円 
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(資産除去債務関係) 

重要性が乏しいため、記載を省略しています。 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社は、商品・サービス別の事業部及び子会社を置き、各事業部及び子会社は、取り扱う商品・サービスについて

国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。 

したがって、当社は、事業部及び子会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「イン

ターネット・メディア事業」及び「EC事業」の２つを報告セグメントとしています。 

「インターネット・メディア事業」は、料理レシピの投稿・検索サイト「クックパッド」を中心に、レシピサービ

ス等を展開しています。 

「EC事業」は、衣料、キッチン用品及び雑貨を扱うオンラインショップ「アンジェ」を展開しています。 

当連結会計年度より、報告セグメントに「EC事業」を追加しています。これは、同事業を行うセレクチュアー株式

会社の株式を取得し連結子会社としたことによるものです。なお、前連結会計年度は、インターネット・メディア単

一事業であったため、記載を省略しています。 

  
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されているセグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における 

記載と同一です。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。 

なお、当社グループでは報告セグメントに資産及び負債を配分していません。 

  
  
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自 2013年５月１日  至  2014年４月30日) 

当社グループの事業セグメントは単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

  
  

当連結会計年度(自 2014年５月１日  至  2014年12月31日) 

  

  

    (単位：千円) 

  
報告セグメント 

調整額 合計 インターネット
・メディア事業

EC事業 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 6,163,483 538,531 6,702,015 ― 6,702,015 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 6,163,483 538,531 6,702,015 ― 6,702,015 

セグメント利益 2,626,315 52,930 2,679,246 ― 2,679,246 

その他の項目           
 減価償却費 46,361 833 47,194 ― 47,194 

 のれんの償却額 295,672 14,251 309,923 ― 309,923 
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【関連情報】 

前連結会計年度(自  2013年５月１日  至  2014年４月30日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ています。 

  
２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。 

  
(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しています。 

  
３．主要な顧客ごとの情報 

  

当連結会計年度(自  2014年５月１日  至  2014年12月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ています。 

  
２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。 

  
(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しています。 

  
３．主要な顧客ごとの情報 

  

 

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 

株式会社ＮＴＴドコモ 1,768,781 

ＫＤＤＩ株式会社 799,312 
 

    (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

株式会社ＮＴＴドコモ 1,441,067 インターネット・メディア事業 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度(自  2013年５月１日  至  2014年４月30日) 

該当事項はありません。 

  
当連結会計年度(自  2014年５月１日  至  2014年12月31日) 

該当事項はありません。 

  
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度(自  2013年５月１日  至  2014年４月30日) 

当社グループの事業セグメントは単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

  
当連結会計年度(自  2014年５月１日  至  2014年12月31日) 

  

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度(自 2013年５月１日  至  2014年４月30日) 

該当事項はありません。 

  
当連結会計年度(自  2014年５月１日  至  2014年12月31日) 

該当事項はありません。 

  
  

【関連当事者情報】 

該当事項はありません。 

  

 

        (単位：千円)

  
インターネット・
メディア事業 

EC事業 全社・消去 合計 

当期償却額 295,672 14,251 ― 309,923 

当期末残高 2,325,788 327,781 ― 2,653,569 
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(１株当たり情報) 

  

  
(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  
２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

です。 

  

 

  
前連結会計年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

１株当たり純資産額 239.36円 502.29円 

１株当たり当期純利益金額 56.62円 45.57円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

55.92円 44.93円 
 

  
前連結会計年度 
(2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(2014年12月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 7,943,498 18,005,686 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)     

(うち新株予約権)(千円) (26,740) (61,474)

(うち少数株主持分)(千円) (―) (65,582)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 7,916,757 17,878,629 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数(株) 

33,073,592 35,593,592 
 

  
前連結会計年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

  当期純利益(千円) 1,868,782 1,523,774 

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

  普通株式に係る当期純利益(千円) 1,868,782 1,523,774 

  普通株式の期中平均株式数(株) 33,000,494 33,438,050 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

  当期純利益調整額(千円) ― ― 

  普通株式増加数(株) 415,938 473,152 

  (うち新株予約権)(株) (415,938) (473,152)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の
概要 

― ― 
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(重要な後発事象) 

当社は、2015年３月26日開催の当社第11回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の

規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員に対しストック・オプションとして発行する

新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、下記のとおり決議しました。  

１．ストック・オプション制度を導入する目的及び有利な条件による発行を必要とする理由 

当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀

な人材を確保することを目的として、当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員に対し新株予約権を

無償で発行するものです。 

２．新株予約権の割当てを受ける者 

当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員 

３．新株予約権の内容 

（1）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式780,000株を上限とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目

的となる株式の数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、上記のほか、本総会決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合

理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。 

（2）新株予約権の数 

7,800個を上限とする。 

なお、本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。ただし、上記（1）に定める株

式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 

（3）新株予約権と引換えに払込む金銭 

新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。 

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることが

できる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に本新株予約権の目的である株式の数を

乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。 

本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数

は切り上げる。）又は割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）のいずれか高

い金額とする。 

なお、新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使

価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとす

る。 

また、本新株予約権の割当日の後、当社が１株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無

償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債を含

む。）の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換（取得の対価として当社の株式を交

付する場合を含む。）による場合を除く。）する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、前月末日における当社の発行済株式総数から、当該時点

における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率
 

        既発行 
株式数 

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

×
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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処分する自己株式の数に読み替えるものとする。 

また、「１株当たりの時価」は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

を除く。）とする。 

上記のほか、本総会決議日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。 

（5）新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、本新株予約権の割当日の

翌日から起算して２年を経過した日より３年間とする。 

（6）新株予約権の行使条件 

①本新株予約権を保有する新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において

も、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。

ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた

場合にはこの限りではない。 

②本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合

は、相続開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与され

た権利の範囲内で本新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めな

い。 

③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含

めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基

づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を

切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。 

イ．行使期間の開始日（以下「起算日」という。）から１年間 

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の１ 

ロ．起算日から１年を経過した日から１年間 

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の２ 

ハ．起算日から２年を経過した日から行使期間の末日まで 

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて 

（7）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い計算される資本金等増加限度額（以下「資本金等増加限度額」という。）の２分の１に相当

する額とする。ただし、１円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、本新株予約権

の行使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、０円

とする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度

額から上記①に定める増加する資本金の額を控除した額とする。 

（8）新株予約権の譲渡による取得の制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 

（9）新株予約権の取得事由 

①本新株予約権の割当日から行使期間の開始日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の当日を含む直近の21取引日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。ただし、当該期間中に株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場

合には、適切に調整されるものとする。）が一度でもその時点の行使価額の65％を下回った場合におい

て、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該本新株予

約権を無償で取得することができる。 

②当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が

株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は

当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の
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承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ当社が取締役会決議により本新

株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は本新株予約

権の全部を無償にて取得することができる。 

③本新株予約権者が権利行使をする前に、上記（6）に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、本新株予約権の全部を無償にて取

得することができる。 

⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、本新株予

約権の全部を無償にて取得することができる。 

（10）組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、株式交換又は株式移転（以上を総称して「組織

再編行為」という。）をする場合であって、かつ当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社

法第236条第１項第８号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権

を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日（新設型再

編においては設立登記申請日。以下、同じ。）の直前において残存する本新株予約権者に対し、当該本新

株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと

する。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存する本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する

ものとする。 

②新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法 

新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株

式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率又

は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は

上記(1)に準じて調整する。 

③新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法 

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、

組織再編の効力発生日後は上記(4)に準じて調整する。 

④新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑤新株予約権の行使の条件 

上記（6）に準じて決定する。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（7）に準じて決定する。 

⑦新株予約権の譲渡による取得の制限 

新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由 

上記（9）に準じて決定する。 

（11）行使時に交付すべき株式数の１株に満たない端数の処理 

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、当

該端数を切り捨てるものとする。 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。 

２．１年内に返済予定の長期借入金及び長期借入金の一部には利子補給のある借入金を含んでいます。 

３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の

総額 

  

【資産除去債務明細表】 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結

会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定

により記載を省略しています。 

区分 
当期首残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 ― 70,000 0.5 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 3,600 4,196 0.7 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

12,092 7,896 0.4   2019年５月14日 

合計 15,692 82,092 ― ― 
 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 2,304 2,304 2,304 984 
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(2) 【その他】 

当連結会計年度における四半期情報等 

当連結会計年度は、決算期変更により2014年５月１日から2014年12月31日までの８ヶ月間となっています。 

なお、第３四半期連結会計期間は2014年11月１日から2014年12月31日までの２ヶ月間にて記載しています。 

  

  

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 当連結会計年度 

売上高 (千円) 2,052,903 4,668,544 6,702,015 

税金等調整前四半期 
(当期)純利益金額 

(千円) 794,742 1,855,861 2,658,698 

四半期(当期)純利益 
金額 

(千円) 446,490 1,052,874 1,523,774 

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) 13.49 31.82 45.57 
 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 

１株当たり 
四半期純利益金額 

(円) 13.49 18.32 13.64 
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２【財務諸表等】 

(1)【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  

                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(2014年４月30日) 
当事業年度 

(2014年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,922,628 10,371,274 

    受取手形 1,575 9,114 

    売掛金 1,321,297 1,894,506 

    原材料及び貯蔵品 603 1,653 

    前払費用 107,966 61,574 

    繰延税金資産 123,748 119,681 

    その他 ※１  58,156 ※１  140,967 

    貸倒引当金 △3,028 △3,707 

    流動資産合計 5,532,948 12,595,064 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 67,954 366,370 

        減価償却累計額 △66,575 △22,527 

        建物（純額） 1,379 343,843 

      工具、器具及び備品 95,784 100,255 

        減価償却累計額 △63,796 △64,262 

        工具、器具及び備品（純額） 31,987 35,992 

      有形固定資産合計 33,367 379,835 

    無形固定資産     

      ソフトウエア 16,700 62,531 

      その他 73 73 

      無形固定資産合計 16,773 62,605 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 42,000 363,873 

      関係会社株式 3,536,073 6,173,383 

      差入保証金 221,608 154,953 

      繰延税金資産 293,114 374,018 

      長期前払費用 20,805 4,367 

      投資損失引当金 △116,570 △234,254 

      投資その他の資産合計 3,997,032 6,836,341 

    固定資産合計 4,047,173 7,278,782 

  資産合計 9,580,122 19,873,846 
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                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(2014年４月30日) 
当事業年度 

(2014年12月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 9,149 5,914 

    未払金 ※１  441,271 ※１  517,899 

    未払法人税等 846,448 538,980 

    前受金 4,132 9,503 

    預り金 22,387 21,493 

    その他 97,258 214,125 

    流動負債合計 1,420,646 1,307,917 

  固定負債     

    資産除去債務 － 135,973 

    固定負債合計 － 135,973 

  負債合計 1,420,646 1,443,890 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 871,425 5,205,095 

    資本剰余金     

      資本準備金 870,850 5,204,520 

      資本剰余金合計 870,850 5,204,520 

    利益剰余金     

      その他利益剰余金     

        繰越利益剰余金 6,391,645 7,960,049 

      利益剰余金合計 6,391,645 7,960,049 

    自己株式 △1,185 △1,185 

    株主資本合計 8,132,734 18,368,480 

  新株予約権 26,740 61,474 

  純資産合計 8,159,475 18,429,955 

負債純資産合計 9,580,122 19,873,846 
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②【損益計算書】 

  

                      (単位：千円) 

                    前事業年度 
(自 2013年５月１日 
 至 2014年４月30日) 

当事業年度 
(自 2014年５月１日 
 至 2014年12月31日) 

売上高 ※１  6,494,423 ※１  5,993,515 

売上原価 63,357 40,101 

売上総利益 6,431,065 5,953,414 

販売費及び一般管理費 ※１,※２  3,055,153 ※１,※２  2,760,716 

営業利益 3,375,912 3,192,697 

営業外収益     

  受取利息 ※１  4,927 ※１  550 

  為替差益 5,198 14,639 

  助成金収入 2,600 ― 

  その他 ※１  3,311 ※１  2,277 

  営業外収益合計 16,037 17,467 

営業外費用     

  株式交付費 ― 43,401 

  投資損失引当金繰入額 116,570 117,684 

  その他 323 106 

  営業外費用合計 116,893 161,192 

経常利益 3,275,055 3,048,972 

特別利益     

  固定資産売却益 ― ※３  546 

  新株予約権戻入益 14,598 ― 

  事業譲渡益 8,000 ― 

  特別利益合計 22,598 546 

特別損失     

  固定資産除売却損 ※４  461 ※４  1,184 

  関係会社株式評価損 2,688 ― 

  特別損失合計 3,150 1,184 

税引前当期純利益 3,294,503 3,048,334 

法人税、住民税及び事業税 1,368,544 1,159,883 

法人税等調整額 △120,303 △76,836 

法人税等合計 1,248,240 1,083,046 

当期純利益 2,046,262 1,965,287 
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③【株主資本等変動計算書】 

  前事業年度(自  2013年５月１日  至  2014年４月30日) 

  

  当事業年度(自  2014年５月１日  至  2014年12月31日) 

  

（単位：千円） 

  株主資本 

新株予約権 純資産合計

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 
  

資本準備金 
資本剰余金

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 
  

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 847,440 846,865 846,865 4,509,800 4,509,800 △1,185 6,202,919 36,883 6,239,802 

当期変動額                   

新株の発行 23,985 23,985 23,985       47,970   47,970 

剰余金の配当       △164,417 △164,417   △164,417   △164,417 

当期純利益       2,046,262 2,046,262   2,046,262   2,046,262 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額) 
              △10,142 △10,142 

当期変動額合計 23,985 23,985 23,985 1,881,844 1,881,844 ― 1,929,815 △10,142 1,919,672 

当期末残高 871,425 870,850 870,850 6,391,645 6,391,645 △1,185 8,132,734 26,740 8,159,475 
 

（単位：千円） 

  株主資本 

新株予約権 純資産合計

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 
  

資本準備金 
資本剰余金

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 
  

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 871,425 870,850 870,850 6,391,645 6,391,645 △1,185 8,132,734 26,740 8,159,475 

当期変動額                   

新株の発行 4,333,670 4,333,670 4,333,670       8,667,341   8,667,341 

剰余金の配当       △396,883 △396,883   △396,883   △396,883 

当期純利益       1,965,287 1,965,287   1,965,287   1,965,287 

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額（純

額） 
              34,734 34,734 

当期変動額合計 4,333,670 4,333,670 4,333,670 1,568,404 1,568,404 ― 10,235,746 34,734 10,270,480 

当期末残高 5,205,095 5,204,520 5,204,520 7,960,049 7,960,049 △1,185 18,368,480 61,474 18,429,955 
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【注記事項】 

(重要な会計方針) 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 関係会社株式 

移動平均法による原価法を採用しています。 

  

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しています。 

  

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

原材料及び貯蔵品 

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっていま

す。 

  

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しています。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物                ２年～６年 

工具、器具及び備品  ３年～15年 

また、2007年３月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によっています。 

  

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しています。 

なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用し

ています。 

  

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しています。 

  

(2) 投資損失引当金 

関係会社への投資に対する損失に備えるため、その財政状態等を勘案して必要と認められる金額を計上し

ています。 

  

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっています。 

  

(表示方法の変更) 

財務諸表等規則第75条第２項に定める売上原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しています。 
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(貸借対照表関係) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりです。 

  

２ 保証債務 

  次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。 

  

  
(損益計算書関係) 

※１ 関係会社との取引高 

  

※２  販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度21.6％、当事業年度23.8％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度78.4％、当事業年度76.2％です。 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。 

  

※３  固定資産売却益の内容は次のとおりです。 

  

※４  固定資産除売却損の内容は次のとおりです。 

  

(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会

 

  
前事業年度 

(2014年４月30日) 
当事業年度 

(2014年12月31日) 

短期金銭債権 50,548千円 126,287千円 

短期金銭債務 3,023 〃 26,576 〃 
 

  
前事業年度 

(2014年４月30日) 
当事業年度 

(2014年12月31日) 

セレクチュアー株式会社（借入債務） －千円 70,000千円 

コーチ・ユナイテッド株式会社（家賃等の保証） － 〃 22,573 〃 

計 －千円 92,573千円 
 

  
前事業年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当事業年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

営業取引による取引高(収入) ―千円 774千円 

営業取引による取引高(支出) 23,859 〃 55,559 〃 

営業取引以外による取引高(収入) ― 〃 397 〃 
 

  
前事業年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当事業年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

給料手当 999,868千円 834,051千円 

売上手数料 449,542 〃 389,456 〃 

減価償却費 24,591 〃 36,925 〃 

貸倒引当金繰入額 443 〃 678 〃 
 

  
前事業年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当事業年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

工具、器具及び備品 ―千円 546千円 
 

  
前事業年度 

(自  2013年５月１日 
至  2014年４月30日) 

当事業年度 
(自  2014年５月１日 
至  2014年12月31日) 

建物 ―千円 120千円 

工具、器具及び備品 461 〃 1,063 〃 

計 461千円 1,184 千円 
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社株式及び関連会社株式の時価を記載していません。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次の

とおりです。 

  

区分 
前事業年度 

(2014年４月30日) 
当事業年度 

(2014年12月31日) 

子会社株式 3,528,073千円 6,165,383千円 

関連会社株式 8,000 〃 8,000 〃 

計 3,536,073 〃 6,173,383 〃 
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(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

前事業年度と当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定

実効税率の100分の５以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の注記を省略しています。

  

(企業結合等関係) 

取得による企業結合 

連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。 

  

 

  
前事業年度 

(2014年４月30日) 
当事業年度 

(2014年12月31日) 

繰延税金資産(流動)       

未払事業税 62,670千円 43,449千円 

売上手数料見積計上否認 36,176  43,702  

未払賞与 16,275  15,050  

その他 8,626  17,479  

計 123,748  119,681  

繰延税金資産(固定)       

減価償却費 210,082  252,298  

関係会社株式 36,171  36,171  

投資損失引当金 41,545  83,488  

資産除去債務 ―  48,461  

その他 5,314  ―  

計 293,114  420,419  

繰延税金資産合計 416,863  540,101  

繰延税金負債(固定)       

資産除去債務に対応する除去費用 ―  △46,401  

繰延税金負債合計 ―  △46,401  

繰延税金資産純額 416,863  493,699  
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(重要な後発事象) 

当社は、2015年３月26日開催の当社第11回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の

規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員に対しストック・オプションとして発行する

新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、下記のとおり決議しました。  

１．ストック・オプション制度を導入する目的及び有利な条件による発行を必要とする理由 

当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀

な人材を確保することを目的として、当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員に対し新株予約権を

無償で発行するものです。 

２．新株予約権の割当てを受ける者 

当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員 

３．新株予約権の内容 

（1）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式780,000株を上限とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目

的となる株式の数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、上記のほか、本総会決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合

理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。 

（2）新株予約権の数 

7,800個を上限とする。 

なお、本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。ただし、上記（1）に定める株

式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 

（3）新株予約権と引換えに払込む金銭 

新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。 

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることが

できる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に本新株予約権の目的である株式の数を

乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。 

本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数

は切り上げる。）又は割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）のいずれか高

い金額とする。 

なお、新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使

価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとす

る。 

また、本新株予約権の割当日の後、当社が１株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無

償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債を含

む。）の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換（取得の対価として当社の株式を交

付する場合を含む。）による場合を除く。）する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、前月末日における当社の発行済株式総数から、当該時点

における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率
 

        既発行 
株式数 

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

×
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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処分する自己株式の数に読み替えるものとする。 

また、「１株当たりの時価」は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

を除く。）とする。 

上記のほか、本総会決議日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。 

（5）新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、本新株予約権の割当日の

翌日から起算して２年を経過した日より３年間とする。 

（6）新株予約権の行使条件 

①本新株予約権を保有する新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において

も、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。

ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた

場合にはこの限りではない。 

②本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合

は、相続開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与され

た権利の範囲内で本新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めな

い。 

③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含

めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基

づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を

切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。 

イ．行使期間の開始日（以下「起算日」という。）から１年間 

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の１ 

ロ．起算日から１年を経過した日から１年間 

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の２ 

ハ．起算日から２年を経過した日から行使期間の末日まで 

当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて 

（7）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い計算される資本金等増加限度額（以下「資本金等増加限度額」という。）の２分の１に相当

する額とする。ただし、１円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、本新株予約権

の行使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、０円

とする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度

額から上記①に定める増加する資本金の額を控除した額とする。 

（8）新株予約権の譲渡による取得の制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 

（9）新株予約権の取得事由 

①本新株予約権の割当日から行使期間の開始日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の当日を含む直近の21取引日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。ただし、当該期間中に株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場

合には、適切に調整されるものとする。）が一度でもその時点の行使価額の65％を下回った場合におい

て、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該本新株予

約権を無償で取得することができる。 

②当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が

株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は

当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の
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承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ当社が取締役会決議により本新

株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は本新株予約

権の全部を無償にて取得することができる。 

③本新株予約権者が権利行使をする前に、上記（6）に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、本新株予約権の全部を無償にて取

得することができる。 

⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、本新株予

約権の全部を無償にて取得することができる。 

（10）組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、株式交換又は株式移転（以上を総称して「組織

再編行為」という。）をする場合であって、かつ当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社

法第236条第１項第８号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権

を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日（新設型再

編においては設立登記申請日。以下、同じ。）の直前において残存する本新株予約権者に対し、当該本新

株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと

する。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存する本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する

ものとする。 

②新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法 

新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株

式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率又

は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は

上記(1)に準じて調整する。 

③新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法 

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、

組織再編の効力発生日後は上記(4)に準じて調整する。 

④新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑤新株予約権の行使の条件 

上記（6）に準じて決定する。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（7）に準じて決定する。 

⑦新株予約権の譲渡による取得の制限 

新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由 

上記（9）に準じて決定する。 

（11）行使時に交付すべき株式数の１株に満たない端数の処理 

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、当

該端数を切り捨てるものとする。 
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④ 【附属明細表】 

【有形固定資産等明細表】 

(単位：千円) 

(注)  「建物」の「当期増加額」は移転に伴う内装工事等及び移転に伴う原状回復費用計上です。 

  

【引当金明細表】 

(単位：千円) 

  

(2) 【主な資産及び負債の内容】 

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区 分 
資産の 
種 類 

当期首 
残高 

当 期 
増加額 

当 期 
減少額 

当 期 
償却額 

当期末 
残高 

減価償却 
累計額 

有形固 
定資産 

建物 1,379 360,590 176 17,951 343,843 22,527 

工具、器具及び備品 31,987 16,469 1,158 11,307 35,992 64,262 

計 33,367 377,060 1,334 29,258 379,835 86,789 

無形固 
定資産 

ソフトウエア 16,700 53,498 ― 7,666 62,531 17,132 

その他 73 ― ― ― 73 ― 

計 16,773 53,498 ― 7,666 62,605 17,132 
 

科目 当期首残高 当期増加額 
 

当期減少額 
  

当期末残高 

貸倒引当金 3,028 3,707 3,028 3,707 

投資損失引当金 116,570 117,684 ― 234,254 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

(注)  １．当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行

使することができません。 

・会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

・会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利 

・株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 

２．2014年７月24日開催の第10回定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりまし

た。 

（1）事業年度                毎年１月１日から12月31日まで 

（2）定時株主総会            ３月中 

（3）基準日                  12月31日 

（4）剰余金の配当の基準日    ６月30日(中間配当)、12月31日(期末配当) 

事業年度 毎年１月１日から12月31日まで 

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 
６月30日(中間配当) 
12月31日(期末配当) 
その他、取締役会で決定 

１単元の株式数 100株 

単元未満株式の買取り・
買増し 

  

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 
三井住友信託銀行 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 
三井住友信託銀行 

  取次所 ― 

  手数料 無料 

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告としています。ただし、事故その他やむを得ない事由
により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行い
ます。 
公告掲載URL  http://info.cookpad.com 

株主に対する特典 該当事項はありません。 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

  

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度(第17期)(自  2013年５月１日  至  2014年４月30日)2014年７月25日関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書の確認書 

事業年度(第17期)(自  2013年５月１日  至  2014年４月30日)2014年７月25日関東財務局長に提出 

(3) 内部統制報告書及びその添付書類 

2014年７月25日関東財務局長に提出 

(4) 四半期報告書及び確認書 

(第18期第１四半期)(自  2014年５月１日  至  2014年７月31日)2014年９月11日関東財務局長に提出 

(第18期第２四半期)(自  2014年８月１日  至  2014年10月31日)2014年12月12日関東財務局長に提出 

(5) 臨時報告書 

2014年７月29日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報

告書です。 

2014年10月15日関東財務局長に提出 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号(特定子会社の異動)

の規定に基づく臨時報告書です。 

2014年11月12日関東財務局長に提出 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号(海外における有価証

券の募集)の規定に基づく臨時報告書です。 

2014年11月12日関東財務局長に提出 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号の２(連結子会社によ

る子会社取得の決定)の規定に基づく臨時報告書です。 

(6) 訂正臨時報告書 

2014年５月12日関東財務局長に提出 

2014年４月25日提出の臨時報告書(届出を要しない有償ストック・オプションの付与)に係る訂正臨時報告書です。 

2014年11月13日関東財務局長に提出 

2014年11月12日提出の臨時報告書(海外における有価証券の募集)に係る訂正臨時報告書です。 

― 96 ―



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

  

2015年３月27日

クックパッド株式会社 

  取締役会  御中 

  

  

  

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるクックパッド株式会社の2014年５月１日から2014年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

  

連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ク

ックパッド株式会社及び連結子会社の2014年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  
強調事項 

 重要な後発事象にストックオプション（新株予約権）の付与に関する事項が記載されている。 

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

  
 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    山本    守    印 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    坂井   知倫   印 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、クックパッド株式会社の2014

年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

  

内部統制報告書に対する経営者の責任 

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。 

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、クックパッド株式会社が2014年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

 

  

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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独立監査人の監査報告書 

  

2015年３月27日

クックパッド株式会社 

  取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるクックパッド株式会社の2014年５月１日から2014年12月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クック

パッド株式会社の2014年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。 

  

強調事項 

 重要な後発事象にストックオプション（新株予約権）の付与に関する事項が記載されている。 

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

  
 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    山本    守    印 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    坂井   知倫   印 
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(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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